
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
の
成
立

一
圏
家
恩
賞
授
与
権
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
一

大

山

喬

平

没官領・謀叛人所帯跡地頭の成立（大山）

【
要
約
】
　
鎌
倉
幕
府
成
立
期
の
地
頭
の
二
系
列
（
國
地
頭
と
荘
郷
地
頭
）
の
う
ち
、
本
稿
は
平
家
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
に
お
か
れ
た
荘
郷
地
頭
の
成

立
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
成
立
過
程
は
㈲
義
仲
没
落
後
の
寿
永
三
年
三
月
に
後
白
河
院
が
京
都
で
作
成
し
た
「
平
家
没
富
注
文
し
　
（
後
白
河

注
文
）
を
基
礎
に
し
た
頼
朝
の
平
家
没
官
領
惣
領
権
の
掌
握
、
㈲
允
暦
元
年
七
月
に
お
き
た
伊
賀
・
伊
勢
の
平
氏
叛
乱
の
鎮
圧
を
契
機
と
す
る
頼
朝
御
家

人
加
藤
太
箸
員
に
よ
る
「
伊
勢
国
没
官
注
文
」
　
（
光
員
注
文
）
の
作
成
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
を
基
礎
に
す
る
元
暦
二
年
六
月
の
伊
勢
国
に
お
け
る
地
頭
職

補
任
、
㈲
伊
勢
国
に
や
や
お
く
れ
て
着
季
さ
れ
た
元
暦
二
年
三
月
壇
ノ
浦
合
戦
後
の
源
三
尊
に
よ
る
九
州
の
没
官
領
調
査
等
の
諸
段
階
を
経
て
、
㈲
文
治

元
年
十
一
月
の
国
地
頭
の
発
足
な
ら
び
に
、
翌
二
年
六
月
ま
で
の
存
続
の
期
間
を
む
か
え
る
が
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
も
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
を
惣
領

し
て
、
こ
こ
に
荘
郷
地
頭
を
補
任
す
る
と
い
う
頼
朝
の
上
記
の
政
治
路
線
の
基
本
は
変
ら
ず
、
こ
の
間
に
地
頭
職
と
い
う
名
称
の
統
一
が
は
か
ら
れ
、
以
、

後
、
鎌
倉
時
代
を
通
ず
る
荘
郷
地
頭
の
存
続
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
八
巻
六
号
　
一
九
七
五
年
牽
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

日
本
に
お
け
る
領
主
調
展
開
の
理
論
的
・
実
証
的
側
面
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
批
判
と
検
討
に
た
え
て
新
し
い
展
望
を
ひ
ら
く

べ
き
段
階
に
到
達
し
て
い
る
。
と
く
に
領
主
制
支
配
の
究
明
が
特
殊
中
世
的
な
権
力
支
配
の
性
格
と
そ
れ
に
と
も
な
う
中
世
社
会
の
特
殊
な
性

格
を
解
明
す
る
た
め
の
中
心
的
課
題
た
る
こ
と
は
、
個
別
的
研
究
が
多
角
的
に
進
展
す
る
な
か
で
、
ま
す
ま
す
そ
の
意
味
を
大
き
く
し
て
い
く

で
あ
ろ
や
し
か
し
な
が
ら
・
某
の
領
主
禦
中
世
聚
の
全
体
構
造
の
展
開
と
か
か
わ
り
あ
・
糞
体
的
鵡
に
つ
い
て
の
欝
は
毒

（789）1
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田
下
・
入
問
田
宣
夫
氏
な
ど
の
二
、
三
の
画
期
的
業
績
が
あ
る
と
は
い
え
、
全
般
的
に
は
未
開
拓
な
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
分
野
が
多
い
ど
い

　
　
　
　
　
　
②

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
よ
う
な
課
題
に
近
づ
く
た
め
、
本
稿
は
主
と
し
て
石
母
田
氏
の
業
績
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
制
度

1
と
く
に
荘
郷
地
頭
の
一
典
型
た
る
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
の
成
立
過
程
を
日
本
中
世
に
お
け
る
国
家
恩
賞
授
与
権
の
あ
り
方
と
の

関
連
に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
元
来
、
国
家
に
対
す
る
謀
叛
人
と
し
て
処
断
さ
れ
た
も
の
の
所
領
は
国
家
の
手
に
没
収
さ
れ
て
没
官
領
に
な
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
あ
っ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
の
没
官
領
・
謀
叛
入
跡
所
領
を
い
か
に
処
分
す
る
か
は
幕
府
の
権
限
に
属
し
て
い
た
。
幕
府
は
中
世
王
朝
国
家
の
軍
事
的
保
護
者
の
立
場
に

立
っ
て
い
た
か
ら
、
国
家
に
対
す
る
謀
叛
の
鎮
圧
も
ま
た
当
然
幕
府
の
権
限
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
幕
府
は
国
家
守
護
へ
の
勲
功
の

賞
と
し
て
給
付
さ
れ
る
没
宮
遷
の
処
分
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
私
は
国
家
恩
賞
授
与
権
の
幕
府
に
よ
る
分
割
・

掌
握
と
し
て
説
明
し
た
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
凶
削
提
と
す
る
「
地
頭
領
主
綱
」
な
る
概
念
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
ご
蕎
説
明
し
て
お
き
た
い
。
石
母
田
正
氏
は
『
古
代
末

　
　
　
　
　
⑤

期
政
治
史
序
説
』
の
な
か
で
、
日
本
の
領
主
制
成
立
に
お
け
る
政
治
史
分
析
の
た
め
に
諸
階
層
を
三
類
型
に
わ
か
ち
、
こ
れ
を
豪
族
的
領
主
層
、

地
頭
的
領
主
層
、
田
堵
・
名
主
的
地
主
層
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
石
母
田
疵
の
習
合
、
領
主
階
級
を
構
成
す
る
の
は
豪
族
的
領
主
層
、
地
頭
的

領
主
層
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
地
頭
的
領
主
層
と
は
「
普
通
は
武
士
団
を
結
成
し
て
一
村
を
支
配
す
ゐ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
私
は
実
際
に
研
究
を
す
す
め
て
い
く
上
で
、
石
母
田
氏
の
地
頭
的
領
主
層
の
定
式
化
が
中
世
社
会
の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、

氏
と
こ
と
な
っ
て
、
　
「
普
通
は
一
村
を
支
配
す
る
」
と
し
て
定
式
化
す
べ
き
階
層
を
「
村
落
領
主
層
（
制
）
」
と
し
て
概
念
化
し
、
そ
れ
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

部
分
を
「
在
地
領
主
制
」
と
し
て
定
式
化
す
る
の
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
地
頭
領
主
制
と
は
在
地
領

主
制
の
特
殊
的
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。
石
母
田
玩
の
類
型
設
定
に
従
え
な
か
っ
た
根
本
的
な
理
由
は
石
母
田
領
主
制
理
論
の
根
幹
に
か
か
わ
る

問
題
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
は
述
べ
え
な
い
が
、
実
態
的
側
面
に
関
し
て
の
み
い
え
ば
鎌
倉
時
代
の
地
頭
の
実
際
は
石
母
田
氏
の
研
究
段
階
で

漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ご
と
き
「
一
村
を
支
配
す
る
」
よ
う
な
規
模
と
は
、
は
る
か
に
隔
絶
し
た
広
さ
と
構
造
を
有
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
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没官領・謀辣人所帯跡地頭の成立（大「！1）

て
、
荘
園
村
落
と
の
直
接
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
た
め
に
地
頭
に
研
究
の
焦
点
を
む
け
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
権
力

と
農
民
の
直
接
的
な
接
触
点
は
事
実
上
私
の
い
う
「
村
落
領
主
層
」
を
媒
介
と
し
て
の
み
存
在
し
、
領
主
制
の
原
理
的
部
分
の
考
察
も
ま
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
村
落
領
主
層
の
動
向
の
う
ち
に
の
み
、
も
っ
と
も
普
遍
的
な
諸
関
係
を
露
呈
す
る
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
母
田
領
主
制
理
論
に
内
在

す
る
根
幹
的
な
欠
陥
に
つ
い
て
は
黒
田
俊
雄
残
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
石
母
田
氏
の
欠
陥
で
あ
っ
て
か
な
ら
ず
し

も
領
主
落
葉
全
体
の
欠
陥
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
石
母
欄
領
主
制
論
の
特
色
は
領
主
翻
成
立
の
母
胎
を
な
し
、
領
主
制
と
一
体
と
な
り
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

そ
れ
に
対
し
て
す
る
ど
い
対
立
的
契
機
を
は
ら
み
な
が
ら
歴
史
的
形
成
を
と
げ
る
中
世
村
落
の
政
治
史
的
位
置
づ
け
が
意
識
的
に
欠
落
さ
せ
ら

れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
石
母
田
理
論
で
は
両
者
の
有
機
的
連
関
が
理
解
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
領
主
制
研
究
の

多
く
が
、
石
母
田
氏
と
同
様
の
欠
陥
を
も
つ
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
領
主
制
理
論
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
欠
陥
と
は
お

の
ず
か
ら
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
私
が
か
つ
て
、
村
落
領
主
層
（
制
）
の
問
題
と
し
て
こ
れ
に
迫
ろ
う
と
し
た
課
題
は
、
石
母
田
領
主
欄
理
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

根
幹
に
横
た
わ
る
右
の
欠
陥
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
地
頭
領
主
糊
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
は
簡
単
明
瞭
に
鎌
倉
幕
府
地
頭
舗
度
の
な
か
で
地
頭
で
あ
っ
た
も
の

の
領
主
制
を
地
頭
領
主
制
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
地
頭
領
主
制
は
在
地
領
主
制
の
特
殊
な
歴
史
的
形
態
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
石
母
田
氏
が
一
村
を
支
配
す
る
地
頭
的
領
主
層
と
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
豪
族
的
領
主
層
も
、
地
頭
領
主
制
の
一
形
態
と
し
て
あ
っ
か

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
等
の
領
主
制
の
基
礎
に
は
幕
府
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
地
頭
職
が
存
し
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
世
国
家
の
内
部
で

ヘ
　
　
へ

地
頭
と
い
う
共
通
の
法
的
諸
関
係
を
体
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
動
が
規
綱
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
関
東
の
豪
族
的
領
主
層
の
多

く
は
地
頭
で
あ
る
と
同
時
に
、
何
ら
か
の
国
の
守
護
と
し
て
現
れ
る
か
ら
、
実
際
の
政
治
過
程
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
さ
ら
に
そ
の
局
面
を
重

視
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
問
題
は
あ
ら
た
め
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
前
提
を
お
い
て
、
欝
本
に
お
け
る
地
頭
領
主
制
の
展
開
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
が
い
つ
、
い
か
な

る
経
過
を
た
ど
っ
て
成
立
す
る
か
を
み
き
わ
め
る
こ
と
は
ま
ず
最
初
に
手
が
け
る
べ
き
基
礎
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
よ
り
普
遍
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的
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
個
性
を
欠
い
た
平
安
時
代
の
在
地
領
主
綱
一
般
が
国
家
恩
賞
授
与
権
の
幕
府
掌
握
を
背
景
に
し
つ
つ
、
地
頭
領
主
制

と
い
う
強
烈
な
個
性
を
備
え
た
歴
史
的
存
在
に
転
化
す
る
最
大
の
契
機
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
従
来
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
の
情
況
は
主
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
文
治
守
護
地
頭
」
設
置
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
研
究
さ
れ
て
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
研
究
史
は
中
田
蕪
・
牧
健
二
・
石
井
良
助
氏
以
下
彪
大
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
法
制
史
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
い

き
お
い
社
会
の
政
治
・
経
済
の
実
態
、
そ
の
全
体
的
連
関
に
対
す
る
現
実
的
関
心
か
ら
一
定
の
距
離
を
お
い
た
部
分
で
論
義
さ
れ
る
場
含
が
多

　
　
⑨

か
っ
た
。
し
か
し
、
石
母
田
正
茂
の
研
究
に
よ
っ
て
、
文
治
元
年
十
一
月
の
中
心
課
題
が
国
地
頭
設
置
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
、
あ
ら
た
め
て
鎌
倉
幕
府
地
頭
制
度
の
成
立
史
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
全
体
的
に
検
討
し
な
お
す
必
要
が
生
ま
れ
て
来
た
。
私
の
判
断
で
い

う
と
、
文
治
元
年
十
一
月
か
ら
翌
二
年
六
月
に
い
た
る
国
地
頭
は
右
に
い
う
地
頭
領
主
制
の
成
立
史
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
の
成
立
の
最
終
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

階
で
お
き
た
や
や
特
殊
な
問
題
を
提
起
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
流
と
は
直
接
結
び
つ
く
問
題
で
は
な
い
。
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
制
は
何
よ

り
も
荘
郷
地
頭
と
し
て
歴
史
的
に
具
体
化
さ
れ
、
そ
の
基
礎
は
東
国
問
題
を
し
ば
ら
く
さ
て
お
け
ば
、
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
と
し
て

具
体
化
さ
れ
た
。
　
「
平
家
没
官
領
」
の
行
方
を
本
格
的
に
追
う
必
要
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
平
家
没
官
領
こ
そ
が
国
家
恩
賞
授
与
権

の
中
世
的
形
態
の
も
と
に
あ
る
鎌
倉
時
代
の
地
方
政
治
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
幕
府
地
頭
制
度
の
成
立
基
盤
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
平
家
没
官
領
に
関
す
る
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
研
究
は
安
田
元
久
氏
の
「
『
平
家
没
嘗
領
』
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
上
横
手
雅
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

氏
の
「
荘
郷
地
頭
制
の
成
立
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
安
田
幾
の
研
究
は
、
従
来
、
漠
然
と
「
平
家
没
官
領
」
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
を
内
容

的
に
区
分
し
、
そ
れ
が
ω
本
家
職
・
領
家
職
か
ら
な
る
「
荘
領
主
」
権
（
職
）
と
、
㈲
在
地
領
主
の
私
領
主
権
か
ら
発
展
し
て
、
下
司
職
・
地
頭

職
な
ど
に
な
っ
た
「
在
地
領
主
」
権
（
職
）
と
か
ら
な
る
こ
と
、
ω
は
そ
の
債
主
と
し
て
関
東
御
領
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
り
、
⑭
は
鎌
倉
幕
府

地
頭
糊
の
基
盤
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
　
『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
す
で
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
、
本
来
の
平
家
没
官
領
と
は
主
と
し
て

ω
の
「
荘
領
主
」
権
（
職
）
か
ら
な
っ
て
お
り
、
㈲
の
「
在
地
領
主
」
権
は
む
し
ろ
謀
叛
人
跡
・
凶
徒
所
帯
跡
の
没
収
地
が
や
が
て
本
来
の
没
官

領
と
混
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
上
横
手
氏
の
論
稿
は
　
「
平
家
没
官
領
」
を
さ
ら
に
明
瞭
に
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「
懐
郷
地
頭
」
成
立
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
、
赤
松
俊
秀
氏
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
紹
介
さ
れ
た
元
暦
元
年
（
寿
永
三
年
）
三
月
七
日
の
後
白
河

法
皇
の
「
条
々
事
書
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
政
治
構
造
全
体
に
関
す
る
新
し
い
見
解
に
到
達
し
て
い
る
。
本
稿
は
安
照
・
上

横
手
両
氏
の
視
角
を
継
承
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
再
検
討
し
て
、
領
主
欄
研
究
の
立
場
か
ら
す
る
中
世
国
家
論
展
望
へ
の
基
礎
的
作
業
の
一
つ

に
し
た
い
。

没官領・謀販人所帯跡地頭の成立（大出）

①
　
領
主
制
研
究
の
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
対
す
る
批
判
的
見
解
と
し
て
黒
田
俊

　
雄
『
日
本
中
世
封
建
制
論
』
、
と
く
に
そ
の
序
論
「
中
世
封
建
制
論
の
課
題
」
、
同

　
甥
篇
「
日
本
中
世
の
封
建
棚
の
特
質
」
が
あ
る
。

②
　
石
様
田
正
「
鎌
倉
幕
府
一
国
地
頭
職
の
成
立
」
　
（
石
母
田
・
佐
藤
編
『
中
世
の

　
法
と
国
家
』
）
　
入
間
田
宣
夫
「
公
田
と
領
主
鰯
」
（
歴
史
三
八
輯
）
　
同
「
郡
地
頭

　
職
と
公
田
支
配
」
（
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
別
巻
六
集
）
な
ど

③
　
謀
反
、
謀
叛
の
語
義
に
つ
い
て
は
『
金
玉
掌
中
抄
』
が
「
謀
反
、
謂
謀
レ
危
二
国

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ナ
リ
　
や
　
　
　
　
　
ハ
ン
ト

　
家
こ
　
「
謀
叛
　
謂
謀
二
背
レ
園
従
ワ
偽
」
と
記
し
、
『
法
曹
至
要
抄
』
も
「
名
例
律

　
四
顧
」
と
し
て
、
同
じ
文
章
を
記
す
。
（
『
群
書
類
従
隔
律
令
部
）

④
　
こ
の
原
翔
は
、
史
料
上
、
「
依
レ
為
二
没
官
地
叫
盤
レ
補
二
地
頭
こ
（
建
久
元
年
十

　
二
月
十
二
日
源
頼
朝
下
文
、
東
大
寺
要
録
二
、
『
鎌
倉
遺
文
』
四
九
七
）
、
「
為
二
没

　
官
之
地
↓
前
右
火
将
源
卿
知
行
」
（
建
久
発
年
十
二
月
B
後
白
河
院
主
下
文
、
東

　
大
寺
要
録
二
、
　
『
鎌
倉
遣
文
』
五
〇
一
）
、
「
為
こ
謀
反
人
心
所
帯
魑
令
レ
補
こ
地
頭
｝

　
之
条
、
難
レ
膚
ぎ
出
悶
緒
『
」
（
文
治
二
年
穴
月
十
二
日
頼
朝
奏
状
、
　
『
五
目
婁
鏡
』
闇
回
日

　
条
）
の
よ
う
に
衷
現
さ
れ
る
。

⑥
岡
書
、
第
二
章
第
二
節
「
領
主
鱗
の
基
礎
構
造
」

⑥
拙
稿
「
荘
園
擬
と
領
主
制
」
（
『
講
座
日
本
史
』
2
「
封
建
社
会
の
形
成
」
）

⑦
こ
の
意
味
か
ら
、
鈴
木
国
弘
「
庄
園
体
髄
と
圏
衙
直
領
」
（
日
本
歴
史
二
四
二
、

　
三
弩
）
同
「
『
惣
地
頭
職
』
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
（
日
本
史
研
究
一
一
四
号
）
五

　
味
文
彦
「
守
護
地
頭
制
の
展
開
と
武
士
団
」
（
『
岩
波
講
座
B
本
歴
史
』
5
）
な
ど

　
に
み
ら
れ
る
公
文
ク
ラ
ス
の
在
地
領
主
曜
村
落
領
主
の
分
析
は
注
目
す
べ
ぎ
内
容

　
を
備
え
て
い
る
。

⑧
黒
田
氏
の
批
判
は
飼
氏
前
掲
書
三
七
四
…
七
頁
、
三
七
九
－
八
一
頁
な
ど
に
あ

　
る
。
な
お
、
石
母
限
領
主
制
理
論
に
ひ
そ
む
欠
陥
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
農
民
と
荘

　
園
村
落
」
　
（
シ
ム
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
6
『
荘
園
制
』
十
二
一
三
頁
）
で
、
要
約

　
的
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

⑨
　
中
霞
島
山
王
朝
稀
代
の
庄
園
に
関
す
る
研
究
」
（
同
『
法
舗
史
論
集
』
勢
二
巻
）

　
な
ど
に
み
ら
れ
る
日
本
の
固
有
法
の
特
質
に
関
す
る
強
烈
な
問
題
関
心
は
、
現
在

　
で
も
新
鮮
さ
を
失
わ
な
い
。

⑩
石
母
田
前
掲
論
文
。

⑪
國
地
頭
に
つ
い
て
の
私
見
の
要
点
は
さ
し
あ
た
り
『
鎌
倉
暮
府
臨
　
（
小
学
館

　
『
日
本
の
歴
史
臨
9
）
　
～
　
～
山
パ
ー
一
義
五
頁
を
参
照
酬
。

⑫
　
安
田
元
久
「
『
平
家
没
官
領
』
に
つ
い
て
」
（
『
初
期
封
建
擬
の
研
究
隔
所
収
）
。

⑬
上
横
手
雅
敬
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
第
二
章
第
四
節
、
な
お
岡
氏
「
寿
永

　
二
年
十
月
宣
旨
と
平
家
没
官
領
」
（
「
日
本
歴
史
」
二
二
八
号
）
。
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一
、
木
曾
義
仲
の
平
家
没
官
領
惣
領
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寿
永
二
年
七
月
の
平
氏
の
都
落
ち
、
同
八
月
の
後
鳥
羽
天
皇
の
践
韓
に
よ
っ
て
、
源
平
内
乱
は
そ
の
第
二
の
段
階
を
む
か
え
る
。
京
都
を
支

配
す
る
王
朝
国
家
が
平
氏
を
否
定
レ
て
、
源
氏
を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。
後
鳥
羽
の
登
場
は
、
む
ろ
ん
安
徳
天
皇
の
否
定
を
意
味
す
る
。
そ
こ

に
は
一
つ
の
王
朝
の
断
絶
と
継
承
が
存
し
て
い
た
。
京
都
の
王
朝
園
家
の
た
て
ま
え
は
天
皇
が
二
人
い
る
こ
と
を
み
と
め
た
わ
け
で
は
な
い
の

　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
こ
の
第
二
段
階
は
、
東
国
に
お
け
る
寿
永
年
号
の
採
用
i
そ
れ
は
頼
朝
支
配
下
の
東
国
が
安
徳
を
否
定
し
た
新
し
い
京
都
の
王
朝

で
あ
る
。

国
家
を
承
認
し
、
そ
の
範
域
に
再
び
包
摂
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
i
1
を
も
た
ら
し
た
ほ
か
、
源
氏
内
部
に
お
け
る
木
曾
義
仲
と
源
頼
朝
と

の
内
乱
に
お
け
る
主
導
権
争
い
を
激
化
さ
せ
た
。
頼
朝
と
義
仲
、
そ
れ
に
後
白
河
法
皇
を
加
え
て
、
こ
の
三
者
が
源
平
内
乱
の
戦
後
処
畳
を
め

ぐ
っ
て
、
は
や
く
も
激
烈
な
争
い
を
展
開
す
る
に
い
た
る
。
そ
の
争
い
の
一
つ
の
焦
点
を
な
し
た
も
の
こ
そ
、
内
乱
過
程
の
進
行
の
な
か
で
、

頼
朝
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
地
頭
制
度
、
し
た
が
っ
て
ま
た
先
述
の
地
頭
領
主
制
の
存
立
基
盤
と
し
て
、
政
治
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
平
家
没
官
領
の
処
置
に
関
す
る
閥
題
で
あ
っ
た
。

　
義
仲
・
行
家
入
京
の
薩
後
、
七
月
三
十
日
に
院
に
お
い
て
、
戦
乱
の
勲
功
が
議
せ
ら
れ
た
。
そ
の
座
に
列
し
た
九
条
兼
実
は
そ
の
も
よ
う
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

『
玉
葉
』
に
記
し
て
い
る
が
、
院
か
ら
の
諮
間
は
次
の
三
ケ
条
で
あ
っ
た
。

　
㈱
　
今
度
義
兵
造
意
、
錐
レ
在
昌
頼
朝
↓
嶺
時
成
功
喜
、
義
仲
行
家
也
。
且
欲
レ
行
レ
賞
者
、
頼
朝
鰯
網
難
レ
測
。
欲
レ
待
昌
彼
上
洛
一
又
両
人
愁
漏
賞
之
晩
一
三
。
両

　
　
ケ
之
闘
叡
慮
難
レ
決
。
兼
又
三
人
勧
賞
可
レ
有
昌
等
差
一
鍬
。
其
間
子
細
可
昌
計
申
一
者
、

　
圖
　
京
中
等
籍
、
士
卒
隠
万
難
所
レ
致
也
。
各
可
レ
藩
邸
其
勢
一
解
由
、
可
レ
被
二
仰
下
一
之
処
、
不
慮
之
難
、
非
レ
無
レ
所
レ
恐
、
為
晶
之
如
何
司
兼
又
縦
難
レ
被
レ
減
二

　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
人
数
ハ
無
昌
兵
根
一
岩
、
狼
籍
不
レ
可
レ
絶
。
其
用
途
又
如
何
、
同
可
レ
令
晶
計
奏
一
者
、

　
⑥
　
神
社
仏
等
及
甲
乙
所
領
、
多
在
日
関
東
北
陸
⑩
於
レ
今
更
、
各
選
＝
其
使
ハ
可
レ
致
昌
沙
汰
｝
之
由
、
可
レ
被
レ
玉
膚
本
所
一
幕
。

　
㈲
は
頼
朝
・
義
仲
・
行
家
に
対
す
る
行
賞
の
優
劣
の
問
題
、
㈲
は
京
都
進
駐
の
士
卒
の
減
員
、
ま
た
そ
の
た
め
の
丘
ハ
回
米
の
処
置
、
⑥
は
関



没宮領・謀叛人所帯跡地頭の成立（大山）

東
・
北
陸
の
荘
園
所
領
の
回
復
措
置
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
内
乱
の
第
二
段
階
に
対
処
す
る
た
め
の
京
都
側
の
重
要
問
題
で

あ
っ
た
。
㈹
に
つ
い
て
は
、
こ
の
日
「
第
一
頼
朝
、
第
二
義
仲
、
第
三
行
家
也
」
と
の
原
則
に
立
ち
、
京
官
、
任
国
、
叙
爵
の
こ
と
な
ど
が
議

せ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
注
臼
し
た
い
の
は
⑧
の
う
ち
の
兵
穣
の
件
の
議
論
で
あ
る
。

　
穀
田
事
、
占
有
嵩
異
議
司
忠
親
、
長
方
里
云
、
各
国
鼎
二
ヶ
国
↓
可
レ
宛
昌
其
用
途
ゆ
余
難
日
、
勧
賞
任
国
掛
外
、
蓮
華
国
之
条
如
何
。
両
人
日
、
其
用
算
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
被
レ
任
昌
他
藩
嚇
有
昌
何
野
司
余
閾
、
理
可
レ
然
。
但
彼
等
定
含
昌
収
公
之
恨
鴨
敷
。
緯
書
官
地
畠
中
、
択
井
田
レ
然
馬
所
↓
可
昌
宛
給
一
蹴
。
不
レ
然
又
以
ニ
ケ
国
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
可
レ
分
コ
賜
術
人
一
概
。
但
此
条
款
為
昌
影
野
之
基
一
獄
。
猶
錫
昌
没
官
平
幕
一
可
レ
宜
。
左
大
臣
云
、
両
方
之
議
各
条
レ
然
。
可
レ
在
昌
勅
定
魂
鱗
被
ゾ
同
門
余
議
鰍
。

　
す
な
わ
ち
、
義
仲
・
行
家
に
対
す
る
兵
粒
用
途
と
し
て
、
忠
親
・
長
方
面
が
賜
国
を
主
張
し
た
の
に
黒
し
、
兼
実
は
没
官
地
（
領
）
の
う
ち
、

し
か
る
べ
き
所
を
択
ん
で
こ
れ
に
宛
て
る
の
が
よ
い
と
反
論
し
て
い
る
。
右
の
議
論
の
な
か
で
兼
実
が
念
頭
に
お
い
た
「
没
官
地
」
と
は
ほ
か

な
ら
ぬ
平
家
没
宮
領
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
右
の
や
り
と
り
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
寿
永
二
年
七
月
段
階
で
は
、
平
家
没
官
領

を
い
か
な
る
原
則
で
誰
に
与
え
る
か
は
、
院
御
所
に
お
け
る
廷
臣
た
ち
の
自
由
な
討
論
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
源
平
の
内

乱
過
程
を
通
じ
て
明
確
化
す
る
国
家
的
勲
功
に
対
す
る
恩
賞
授
与
権
の
分
割
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。
国
家
へ
の
功
績
に
対
す
る
恩
賞
と
し
て
の

賜
国
と
没
官
領
給
付
は
と
も
に
京
都
が
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
㈲
の
問
題
の
結
果
は
八
月
十
日
に
義
仲
の
従
五
位
下
左
馬
頭
兼
越
後
守
、
行
家
の
従
五
位
下
備
後
守
へ
の
叙
任
と
し
て
み
ら
れ
る
が
、
㈲
の

没
官
領
の
件
は
明
確
な
史
料
を
欠
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
私
は
赤
松
俊
秀
氏
の
指
摘
に
従
っ
て
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
て
い
る
点
を
注
意
し
た
い
。

　
同
日
（
八
月
十
八
日
）
平
家
没
官
の
所
領
等
源
氏
輩
に
分
給
ふ
。
総
て
五
百
余
所
な
り
。
義
仲
に
は
百
四
十
余
箇
所
行
家
に
は
九
十
ケ
所
也
。
行
庸
愚
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

　
は
所
相
下
之
源
氏
鼠
害
非
晶
通
籍
之
郎
従
↓
相
晶
従
戦
場
一
計
也
。
私
に
支
配
之
条
彼
等
不
レ
認
可
恩
賞
之
由
一
鰍
。
尤
可
ラ
随
分
下
山
と
申
け
る
を
、
此
条
争
か
悉

　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
に
被
【
　
知
和
二
番
之
浅
深
雨
義
仲
相
撃
て
可
分
与
と
そ
情
け
る
。
両
人
の
申
状
何
も
非
レ
無
レ
謂
そ
聞
け
る
（
中
略
）
。
前
諾
朝
之
所
存
を
可
二
思
慮
一
敷
と
そ
、
人

　
々
申
あ
わ
れ
け
る
。
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’

　
史
料
の
信
愚
性
に
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
ω
後
鳥
羽
の
践
詐
と
ほ
ぼ
日
を
同
じ
く
し
て
、
平
家
没
官
領
五
百
余
所
の
配
分
が
行
わ
れ
、
義

仲
に
一
四
〇
余
所
、
行
家
に
九
〇
ケ
所
が
あ
て
ら
れ
た
こ
と
、
②
行
家
が
諸
圏
源
氏
の
相
互
の
独
立
性
を
強
調
し
て
、
院
か
ら
の
直
接
の
配
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
義
仲
が
こ
の
時
点
で
す
で
に
は
や
く
、
没
官
領
処
分
権
の
独
占
を
主
張
し
た
事
実
、
㈲
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
頼

朝
の
所
存
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
伝
え
て
お
り
、
先
の
『
玉
葉
』
七
月
三
十
日
条
の
議
論
の
あ
り
さ
ま
に
き
わ
め
て

よ
く
合
致
す
る
記
述
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
あ
と
、
同
年
十
一
月
に
義
仲
は
後
白
河
を
心
組
寿
殿
に
攻
撃
し
、
独
裁
政
治
を
行
っ
て
、
頼
朝
と
の
決
定
的
な
対
立
関
係
に
入
り
、
翌

寿
永
三
年
正
月
ま
で
京
都
を
支
配
す
る
が
、
そ
の
間
の
『
百
錬
抄
』
の
簡
単
な
記
事
を
拾
っ
て
み
る
と
、
義
仲
の
独
裁
政
治
の
推
移
は
次
の
ご

と
く
で
あ
る
。

蜂
繭
．
奨
響
襲
卿
離
駿
任
菖
内
壼
可
レ
為
換
藤
蔓
糞
幽
且
τ

　
廿
五
日
掛
於
レ
院
叢
説
議
定
4
天
台
痙
主
事
難
弦
衡
獺
、
恥
痴
泌
恥
鱗
↓
跡
賜
島
霧
伶
醐
弊
レ
少
｛
蜘
愛
猫
椿
一
躰
、
大
臣
可
レ
被
二
転
任
［
事
、
崇
徳
院
宇
治
左
府
怨
霊

　
　
可
昌
沙
汰
｝
事
等
也
。

　
廿
八
日
　
院
近
習
人
中
納
言
朝
方
卿
以
下
数
十
人
解
官
。
兼
雅
卿
被
レ
止
繍
幽
仕
嚇
所
領
収
公
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

　
十
二
月
二
日
、
平
家
領
義
仲
可
昌
惣
領
一
之
由
被
レ
下
晶
院
庁
下
文
⑩

　
十
日
　
可
レ
追
コ
討
頼
朝
一
之
由
被
レ
成
描
院
庁
下
文
↓
是
依
呂
義
仲
申
請
㎜
也
。

　
元
．
暦
光
年
（
寿
永
三
）

　
正
月
十
一
日
、
以
二
伊
豫
守
義
仲
一
可
レ
為
鳳
征
夷
大
将
軍
一
之
由
被
レ
下
塩
且
旨
一
。

　
こ
こ
に
は
、
藤
原
氏
の
摂
政
・
氏
長
者
の
地
位
へ
の
介
入
（
基
通
か
ら
師
家
へ
の
交
代
）
、
院
近
習
の
廷
臣
数
十
人
の
解
宮
、
頼
朝
追
討
の
院
庁

下
文
、
義
仲
の
征
夷
大
将
軍
な
ど
、
以
後
の
内
乱
過
程
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
政
治
的
決
定
が
次
六
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な

か
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
十
囲
白
革
五
日
の
院
の
議
定
に
お
い
て
、
嚢
中
狼
籍
停
止
を
目
的
と
す
る
平
家
没
官
領
の
義
仲
へ
の
コ

向
」
の
処
分
が
議
せ
ら
れ
た
こ
と
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
十
二
月
二
日
目
院
庁
下
文
が
平
家
領
の
義
仲
に
よ
る
「
惣
領
」
を
指
示
し
て
い
た
事
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没官領・謀叛人所帯跡地頭の成立（大山）

実
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
『
百
錬
抄
』
の
記
事
は
『
掌
記
』
同
年
十
二
月
五
日
条
が
「
平
家
領
義
仲
申
給
事
」
と
い
う
書
出
し
で
、
「
院
庁
御
下

文
到
来
、
平
家
領
義
仲
可
晶
相
領
一
之
由
也
、
加
判
与
了
」
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
確
認
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
『
吉
書
』
の

「
平
家
領
義
仲
可
二
相
領
一
之
由
也
」
と
は
、
正
し
く
は
『
百
錬
抄
』
の
い
う
ご
と
く
「
惣
領
」
の
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
ほ
ぼ
確
実

に
こ
れ
を
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
は
京
中
に
お
け
る
狼
籍
停
止
の
た
め
の
兵
狼
米
問
題
に
端
を
発
し
た
平
家
没
官
領
処
分
が
、
寿
永
二
年
十
二
月
二

欝
の
院
庁
下
文
に
よ
っ
て
一
括
し
て
、
義
仲
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
政
治
的
事
態
の
展
開
過
程
の
な
か
で
、
寿
永
二
年
十
二
月
二
日
の
義
仲
へ
の
平
家
没
官
領
一
括
給
付
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら

か
に
、
東
海
・
東
山
両
道
に
お
け
る
違
乱
鎮
圧
の
た
め
の
独
占
的
な
武
力
行
使
の
権
限
を
頼
朝
に
与
え
た
か
の
毒
永
二
年
十
月
宜
旨
へ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

上
の
対
抗
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
菓
海
・
東
山
両
道
諸
国
に
含
ま
れ
る
平
家
の
旧
領
は
右
の
院
庁
下
文
が
も
た
ら
す
論

理
の
筋
道
か
ら
し
て
、
当
然
義
仲
の
権
限
に
属
し
た
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
に
よ
る
頼
朝
の
東
海
・
岱
山
両
道
諸
国
の
掌

握
と
同
年
十
二
月
院
庁
下
文
に
よ
る
義
仲
の
平
家
没
官
領
の
惣
領
と
は
こ
う
し
て
寿
永
二
年
の
暮
の
両
者
の
鋭
い
政
治
的
対
抗
の
内
容
を
表
現

し
て
い
た
。

　
寿
永
三
年
正
月
の
義
仲
の
敗
北
は
形
式
上
は
彼
の
平
家
没
官
領
惣
領
を
す
べ
て
も
と
に
も
ど
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
頼
朝
は
こ
れ
を
た
だ

ち
に
自
分
の
も
の
と
し
、
も
と
も
と
は
彼
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
提
起
さ
れ
た
平
家
没
官
領
の
惣
領
権
を
み
ず
か
ら
の
政
治
路
線
の
基
軸
と
し

て
把
え
な
お
す
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
う
る
の
は
赤
松
俊
秀
氏
が
、
「
平
家
物
語
の
原
本
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
注
目

し
紹
介
し
た
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
所
収
の
元
暦
元
年
三
月
七
日
の
一
通
の
事
書
と
、
同
氏
に
よ
っ
て
簡
潔
に
解
説
さ
れ
た
日
本
古
典
文
学
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

系
『
愚
管
抄
』
の
校
注
の
仕
事
で
あ
る
。
赤
松
氏
に
つ
づ
い
て
上
横
手
雅
敬
氏
は
右
の
事
書
に
つ
い
て
全
面
的
な
検
討
を
加
え
、
平
家
没
官
領

処
分
に
関
す
る
院
と
諸
権
門
な
ら
び
に
頼
朝
の
政
治
的
対
抗
に
独
自
の
見
通
し
を
与
え
、
当
時
の
政
治
情
況
の
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い

⑨る
。
た
だ
、
こ
の
史
料
の
も
つ
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
さ
ら
に
多
く
の
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
、
以
下
私
な
り
の
再
検
討
を
記
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し
て
み
た
い
。

③
　
こ
の
閥
の
王
朝
国
家
首
脳
部
の
苦
慮
の
も
よ
う
は
『
薫
葉
』
轟
川
永
一
一
年
七
月
廿

　
六
、
廿
七
、
針
、
八
月
三
、
六
、
十
、
十
四
、
十
七
、
十
八
、
十
九
日
条
な
ど
が

　
連
日
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
九
条
兼
実
は
八
月
穴
日
誌
に
「
凡
天

　
子
之
位
、
一
日
不
レ
可
ノ
畷
。
政
務
悉
乱
云
々
。
干
レ
今
、
遅
々
之
条
、
万
事
違
乱

　
之
源
也
。
早
速
可
レ
有
二
沙
汰
柵
」
と
記
し
た
。

②
　
建
久
三
年
九
月
十
二
B
将
軍
家
政
所
下
文
（
松
平
下
翼
氏
旧
蔵
文
書
『
鎌
倉
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
文
』
六
一
八
）
が
、
小
山
朝
政
を
下
野
国
日
向
野
郷
地
頭
職
に
補
任
し
た
寿
永
ニ

　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
年
八
月
日
の
下
文
を
引
用
し
て
い
る
事
実
を
根
拠
に
し
て
、
私
は
頼
朝
が
お
そ
く

　
と
も
八
月
に
寿
永
年
弩
を
採
用
し
た
と
判
断
す
る
。
な
お
こ
の
闇
題
に
つ
い
て
は

　
星
野
恒
「
頼
朝
挙
兵
考
」
（
『
史
学
叢
説
』
第
二
集
）
岡
「
頼
朗
挙
兵
の
名
義
に
就

　
い
て
」
（
『
鎌
倉
時
代
史
論
臨
）
平
泉
澄
「
頼
朝
と
年
号
」
（
「
史
学
雑
誌
」
一
一
八
－

　
一
〇
）
上
横
手
前
掲
書
一
五
九
頁
以
下
、
石
井
進
『
日
本
中
世
隅
書
史
の
研
究
』

　
二
九
五
一
六
頁
。
同
『
鎌
倉
幕
府
臨
七
八
頁
を
参
照
。
私
見
は
前
掲
『
鎌
倉
幕
府
』

　
七
四
一
五
頁
。

③
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
七
月
蹴
日
量
。

④
『
玉
葉
』
募
永
二
年
八
矯
十
一
日
条
。
な
お
同
十
六
日
に
義
仲
は
伊
予
守
、
行

　
家
は
備
前
守
に
転
【
じ
た
。
（
『
百
錬
抄
』
同
日
条
）

⑤
　
『
応
永
磐
写
延
慶
本
平
家
物
語
』
八
第
眠
九
「
四
宮
践
詐
有
事
、
付
義
仲

　
行
家
に
勲
功
を
給
夢
」
六
五
〇
頁
。
な
お
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
返
点
、
送
仮

　
名
は
同
書
に
従
う
。
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
校
注
『
愚
管
抄
』
（
日
本
古
典
文
学

　
大
系
舘
）
五
〇
穴
百
ハ
、
補
…
注
二
一
一
二
。
　
な
献
⑳
『
源
平
盛
｛
茨
記
』
　
（
山
衆
㎜
朋
労
轟
文
庫
）
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下
巻
二
三
〇
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

⑥
『
吉
聾
業
煮
背
欝
条
が
・
義
仲
の
三
遠
に
よ
そ
・
欝
餐
の
α

　
心
中
守
護
の
分
担
が
行
わ
れ
た
と
記
し
、
源
三
位
入
道
子
息
（
頼
兼
）
大
内
裏
、

　
高
国
四
郎
駅
家
・
泉
次
郎
重
忠
　
一
条
以
北
西
朱
雀
以
西
梅
宮
ま
で
、
出
羽
判
官

　
光
長
　
一
条
以
北
東
洞
院
以
西
梅
宮
ま
で
、
保
田
三
郎
義
定
　
一
条
以
北
東
洞
院

　
以
東
会
派
ま
で
、
村
上
太
郎
儒
国
　
五
条
以
北
河
原
以
東
近
江
境
ま
で
、
葦
敷
太

　
郎
重
隆
　
七
条
以
北
五
条
以
南
河
原
以
東
近
江
境
ま
で
、
十
郎
蔵
人
行
家
　
七
条

　
以
南
河
原
以
東
大
和
境
ま
で
、
山
本
兵
衛
尉
義
経
　
四
条
以
南
九
条
以
北
朱
雀
以

　
西
丹
波
境
ま
で
、
甲
斐
入
道
成
覚
　
三
条
以
南
四
条
以
北
朱
雀
以
西
丹
波
境
ま
で
、

　
仁
科
次
郎
藁
家
鳥
羽
四
帳
内
、
義
仲
九
垂
内
丼
此
外
所
々
と
い
う
温
習
握
区

　
域
を
示
し
て
い
る
。
義
仲
・
行
家
を
中
心
と
す
る
京
都
占
領
軍
の
全
貌
を
示
す
も

　
の
で
あ
ろ
う
。

⑦
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
に
つ
い
て
は
佐
藤
准
＝
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
臨

　
（
十
ニ
ー
七
買
）
同
「
慕
腐
論
」
（
『
新
日
本
史
講
座
』
八
…
九
頁
）
に
よ
る
問
題
雛

　
起
以
後
、
論
争
が
多
い
。
さ
し
あ
た
り
石
井
進
「
幕
府
の
東
團
お
よ
び
九
州
諸
国

　
に
お
け
る
地
位
」
　
（
岡
『
日
ホ
中
世
国
家
史
の
研
究
』
1
第
三
章
第
二
節
）
上
横

　
手
雅
敬
「
寿
永
二
年
十
月
宜
旨
」
　
（
岡
前
掲
書
第
二
章
第
一
節
）
を
参
照
。
私
見

　
に
つ
い
て
は
前
掲
『
鎌
倉
幕
府
』
七
八
一
八
三
頁
。

⑧
赤
松
俊
秀
「
平
家
物
語
の
原
本
に
つ
い
て
」
（
「
文
学
」
三
五
巻
二
号
、
前
掲

　
『
愚
管
抄
』
補
注
二
二
二
）
。

⑨
上
横
手
前
掲
書
二
一
七
－
二
四
頁
。

二
、
後
白
河
法
皇
の
「
平
家
没
官
領
注
文
」

検
討
す
べ
き
史
料
は
次
に
か
か
げ
る
『
愚
管
抄
』
の
一
節
㈹
と
延
慶
本
『
平
家
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
①

の
事
書
⑬
で
あ
る
。
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⑱
　
サ
テ
頼
朝
一
次
第
二
、
国
ニ
ア
リ
ナ
ガ
ラ
、
加
階
シ
テ
正
二
位
マ
デ
ナ
リ
ニ
ケ
リ
。
勤
ヨ
家
知
行
所
馬
身
キ
タ
テ
・
、
海
神
ノ
所
ト
名
付
テ
五
百

　
籐
所
…
サ
ナ
ガ
ラ
ツ
カ
バ
サ
ル
。
㈲
東
屡
、
武
蔵
・
相
模
ヲ
ハ
ジ
メ
テ
、
申
細
田
引
引
…
・
…
屯
図
一
司
デ
、
列
勾

働
　
平
家
所
知
事

　
ω
一
、
文
書
紛
失
井
義
仲
行
家
等
給
事

　
　
　
右
子
細
載
昌
録
畢

　
②
一
、
庄
領
惣
数
之
事

　
　
　
廉
潔
ノ
一
族
知
行
ノ
密
漁
及
呂
数
百
ケ
所
一
之
由
、
世
間
二
風
聞
ス
、
㊨
而
院
宮
拝
二
摂
籔
家
宝
庄
薗
、
或
ハ
私
芳
恩
ノ
知
行
竪
笛
、
或
所
従
等
致
晶
懇

　
　
　
惣
一
輩
二
藍
之
事
、
如
此
所
々
者
全
非
御
進
止
、
是
本
所
左
右
也
、
勿
惣
数
個
注
入
計
也
、
◎
又
院
御
領
飽
々
等
、
近
年
逆
乱
之
間
、
有
限
相
伝
之
預

　
　
所
本
主
等
、
依
レ
令
昌
愁
歎
ハ
少
々
是
返
給
依
之
除
之
、
或
損
亡
事
非
無
由
緒
問
、
少
々
是
ヲ
沙
汰
給
フ
。

㈹
一
、
諸
国
家
領
等
事

　
　
右
一
門
之
人
々
数
ケ
国
務
之
間
、
或
為
増
田
数
一
旦
家
領
之
由
、
難
有
之
無
指
文
書
口
無
相
伝
、
傍
得
替
之
時
領
司
争
無
シ
其
愁
歎
乎
、
帯
開
発
荒

　
　
野
文
書
一
所
々
外
国
二
被
帰
附
者
可
為
善
政
蹴
、

ω
一
、
相
伝
之
家
領
事

　
　
右
文
書
紛
失
之
間
、
不
レ
被
晶
空
二
注
付
且
大
概
此
中
候
鰍

㈲
一
、
東
国
領
事

　
　
右
御
存
知
あ
る
旨
被
残
之
畢
、
他
藩
国
々
未
レ
補
又
以
同
前
、
於
今
者
可
令
領
知
給
、
㈱
縦
錐
非
平
家
知
行
之
地
、
東
国
御
領
山
内
庄
以
下
便
宜
之
御

　
　
領
、
随
被
申
請
、
可
有
御
下
文
、
於
御
年
貫
者
、
可
下
令
昌
進
済
一
給
b

　
以
前
条
々
仰
旨
如
斯
、
傍
執
達
如
件
、

　
　
元
暦
元
年
騨
三
月
七
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
蔵
卿
奉

　
　
凸
訓
右
丘
ハ
衝
…
佐
殿
へ
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赤
松
氏
は
㈹
の
文
書
に
つ
い
て
、
元
暦
元
年
甲
立
の
注
記
を
は
じ
め
、
措
辞
に
も
若
干
不
審
の
点
が
あ
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ

れ
ら
を
平
家
物
語
伝
写
の
間
に
生
じ
た
錨
誤
に
ち
が
い
な
い
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
義
仲
没
落
後
の
平
家
没
官
領
処
分
に
か
ん
す
る
後
白

河
法
皇
の
方
針
を
頼
朝
に
伝
え
た
文
書
そ
の
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
氏
は
右
の
『
愚
管
抄
』
の
う
ち
の
㈲
の
部
分
の
注
に
元
暦
元
年
六
月
五
日
の
武
田
義
信
の
武
蔵
守
、
同
じ
く
文
治
元
年
八
月
十

六
日
の
大
内
惟
義
の
掘
模
守
叙
任
の
事
実
を
あ
げ
て
い
る
。
氏
が
㈲
の
文
章
を
東
圏
に
お
け
る
頼
朝
へ
の
知
行
国
の
給
付
を
意
味
す
る
と
解
さ

れ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
個
の
事
書
に
対
応
す
る
『
愚
管
抄
』
の
文
章
は
④
の
み
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
頼
朝
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
知
行
国
給
付
は
元
暦
元
年
六
月
の
三
河
守
源
範
頼
、
駿
河
守
源
広
綱
、
武
蔵
守
武
田
義
信
、
文
治
元
年
八
月
の
伊
豆
守
山
名
義
範
、
相
模
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

大
内
惟
義
、
上
総
介
足
利
義
兼
、
信
濃
守
加
賀
美
遠
光
、
越
後
守
安
田
義
資
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
　
『
愚
管
抄
』
を
ふ
つ
う
に
読
め
ば
氏

の
よ
う
な
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
た
だ
私
は
右
に
あ
げ
た
㈹
㈲
の
文
章
を
対
比
さ
せ
て
読
む
と
き
、
㈲
の
⑭
と
、
㈲
の
⑤
の
「
東
国
領
事
」
の
な
か
に
含
ま
れ
る
㈲
の
部
分
と

が
、
奇
妙
に
一
致
し
て
い
る
事
実
に
注
廻
し
た
い
。
㈹
に
み
え
る
山
内
荘
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
平
氏
に
つ
き
、
や
が
て
頼
朝
の
家
人
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
山
内
首
藤
経
俊
の
本
領
相
模
国
山
内
荘
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
は
後
白
河
法
皇
に
関
係
深
い
長
講
属
領
荘
園
で
あ
っ
た
。
　
「
東
国
御

領
山
内
庄
以
下
」
に
つ
い
て
「
随
レ
被
昌
申
請
一
」
て
「
下
文
」
を
与
え
る
と
い
う
行
為
は
、
「
東
国
、
武
蔵
・
網
模
ヲ
ハ
ジ
メ
テ
、
申
ウ
ク
ル
マ

マ
ニ
タ
ビ
テ
ケ
リ
」
と
い
う
㈲
の
文
章
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
慈
円
の
文
章
は
頼
朝
へ
の
所
領
給
付
が
東
国
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
平
家
没
官
領
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
周
知
の
歴
史
的
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
私
が

推
定
し
た
よ
う
に
、
㈹
の
㈲
が
、
㈲
の
㈲
㈲
に
対
応
す
る
の
な
ら
ば
、
　
『
愚
管
抄
』
の
ω
㈲
の
文
章
は
両
老
あ
い
ま
っ
て
、
㈲
の
事
書
を
説
明

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
右
の
解
釈
の
可
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
寿
永
三
年
目
元
暦
元
年
）
三
月
今
田
に
後
白
河
法
皇
が
「
平
家
没
官
領
注
文
」
を
作
成
し
、
こ
れ
に

五
百
余
所
の
所
領
を
書
き
な
ら
べ
て
、
頼
朝
の
許
に
送
付
し
た
事
実
は
ま
ず
う
こ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
頼
朝
に
よ
る
没
官
領
の
惣
領
、
幕
府
の
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国
家
恩
賞
授
与
権
掌
握
が
こ
こ
に
開
始
さ
れ
る
。
　
「
没
官
領
注
文
」
の
作
成
が
後
白
河
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
安
置
・
上
横
手
両

氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
右
の
『
愚
管
抄
』
の
記
事
の
ほ
か
、
　
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
四
月
六
臼
条
の
本
文
が
「
池
前
大
納
言
井

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

室
家
之
領
聾
者
、
載
昌
平
氏
没
官
領
注
文
ハ
自
昌
公
家
幽
被
レ
下
云
々
」
と
記
す
ほ
か
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
寿
永
三
年
四
月
五
日
の
状
に
、
池
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

納
言
頼
盛
に
返
却
す
べ
き
所
領
と
し
て
河
内
国
走
井
荘
以
下
十
七
ケ
所
を
記
し
て
「
右
庄
園
拾
藥
箇
所
、
載
二
没
官
領
文
一
自
レ
院
所
昌
隠
蟹
一
也
。

然
而
如
レ
元
為
昌
彼
家
沙
汰
ハ
為
レ
有
昌
知
行
ハ
勒
レ
状
如
レ
件
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
後
白
河
が
作
成
し
て
頼
朝
に
送
付
し
た
平
家
没
官
領
注
文
は
い
か
な
る
原
則
で
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
元
暦
元
年
三
月

七
日
事
書
㈲
は
そ
の
点
に
つ
い
て
か
な
り
確
実
な
推
測
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。

　
ま
ず
③
の
「
諸
国
家
領
等
号
」
は
平
氏
一
門
が
国
務
を
握
っ
た
国
々
に
お
け
る
旧
国
衙
領
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い

て
は
、
指
せ
る
文
書
も
相
伝
の
由
緒
も
な
し
に
平
家
に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
た
田
数
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
所
領
で
は
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
愁

歎
が
た
え
ず
、
し
た
が
っ
て
荒
野
論
調
の
た
し
か
な
公
験
を
帯
さ
ぬ
所
領
は
こ
れ
を
没
官
領
と
せ
ず
、
国
に
返
付
す
る
の
が
善
政
で
あ
る
と
い

う
後
白
河
の
見
解
を
伝
え
て
い
る
。
国
に
返
付
す
る
と
い
う
以
上
、
こ
こ
に
い
う
平
氏
の
囲
い
込
み
地
が
旧
国
衙
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
が
、
国
務
を
に
ぎ
っ
た
平
氏
一
門
が
み
ず
か
ら
の
実
権
に
も
と
ず
い
て
拡
大
し
た
か
か
る
旧
国
衙
領
は
、
原
則
と
し
て
平
家
没
官
領
か
ら

除
外
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
末
に
寄
進
型
荘
園
が
爆
発
的
に
拡
大
し
た
と
い
う
一
般
的
趨
勢
の
上
に
た
っ
て
判
断
す
れ
ば

平
氏
一
門
が
蟹
務
を
に
ぎ
り
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
通
じ
て
家
領
の
拡
大
に
つ
と
め
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
　
「
九
条
家
文
書
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

伝
え
る
摂
津
国
八
部
郡
の
一
郡
検
注
に
よ
る
平
氏
家
領
の
拡
大
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
後
白
河
が
平
氏
の
家
領
－
没
官
領
対
象

地
域
を
き
び
し
く
限
定
し
「
荒
野
開
発
文
書
」
の
存
否
、
す
な
わ
ち
、
国
衙
に
対
す
る
開
発
の
申
請
と
国
判
の
獲
得
、
そ
れ
に
と
も
な
う
開
発

の
実
施
な
ど
、
中
世
所
領
形
成
の
も
っ
と
も
本
格
的
要
件
の
あ
る
な
し
に
認
定
の
基
準
を
お
こ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
順
番
が
前
後
し
た
が
②
の
「
庄
信
濃
数
之
事
」
も
同
じ
趣
旨
が
う
か
が
え
る
。
平
氏
一
族
知
行
の
荘
領
が
数
百
ケ
所
も
あ
る
と
い
う
世
間
の

風
聞
を
記
し
た
の
ち
、
の
が
院
宮
井
摂
鎮
家
荘
園
の
あ
つ
か
い
を
主
題
と
し
、
⇔
が
後
白
河
の
院
領
荘
園
を
主
題
に
す
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
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こ
と
は
上
横
手
既
が
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
右
の
う
ち
㊨
は
院
宮
井
無
量
家
荘
園
の
う
ち
に
は
私
的
な
芳
恩
、
磐
惣
の
奉
公
に
お
よ
ぶ
所
従

へ
の
預
置
き
な
ど
の
た
め
に
心
残
知
行
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
う
い
つ
た
所
領
に
つ
い
て
は
「
如
レ
此
所
亡
者
全
非
昌
御
荘
止
ハ
是
本
所

左
右
也
」
と
の
後
白
河
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
が
、
院
宮
摂
錬
家
荘
園
の
う
ち
、
平
氏
の
知
行
権
が
お
よ
び
な
が
ら
、
な
お
か

つ
、
本
来
の
意
味
で
の
平
家
没
官
領
に
ふ
く
め
難
い
所
領
の
処
置
に
関
す
る
発
言
で
あ
る
こ
と
は
＝
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
私
は
こ
こ
の

部
分
に
つ
い
て
の
上
横
手
氏
の
解
釈
に
従
い
難
い
も
の
を
感
じ
る
。

　
氏
は
右
の
「
非
昌
御
進
上
ハ
是
本
所
左
右
也
」
を
後
白
河
が
他
の
本
所
領
の
こ
と
は
関
知
し
な
い
と
述
べ
た
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
氏
の
解
釈
は
き
わ
め
て
重
要
な
内
容
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
そ
こ
か
ら
氏
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
判
断
に
み
ち
び
か
れ
て
い
く
。
ω
後
白
河

は
一
権
門
と
し
て
み
ず
か
ら
の
没
官
領
を
頼
朝
に
与
え
た
。
②
し
た
が
っ
て
彼
は
こ
こ
で
は
国
家
（
皿
朝
廷
）
を
代
表
す
る
わ
け
で
な
く
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

本
所
領
の
こ
と
は
関
知
し
て
い
な
い
。
③
頼
覇
が
本
所
領
に
お
け
る
知
行
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
本
所
と
の
交
渉
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
事
は
平
家
没
官
領
の
処
分
が
王
朝
国
家
の
国
家
次
元
の
問
題
で
あ
っ
た
か
否
か
の
問
題
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
上
横
手
説
に
あ
っ
て
は
、

寿
永
三
年
三
月
七
日
の
時
点
に
あ
っ
て
、
平
家
没
官
領
が
京
都
の
王
朝
国
家
を
代
表
す
る
後
白
河
法
皇
の
決
断
に
よ
っ
て
、
一
律
に
頼
朝
に
給

付
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
上
横
手
氏
の
判
断
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
私

が
上
横
手
説
に
疑
問
を
も
つ
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

①
上
横
手
説
は
『
愚
管
抄
』
の
か
か
げ
た
ω
の
文
章
に
ど
う
し
て
も
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
う
。
　
「
五
百
余
所
サ
ナ
ガ
ラ
ツ
カ
バ
サ
ル
」
と
い
う
の

　
を
、
没
官
注
文
に
記
載
し
た
だ
け
で
、
そ
の
没
宮
領
の
処
置
は
頼
朝
と
各
権
門
と
の
個
別
交
渉
だ
っ
た
と
読
み
と
る
に
は
ど
う
し
て
も
ひ
つ

　
　
　
　
　
　
⑧

　
か
か
り
が
残
る
。

②
こ
れ
以
前
に
す
で
に
後
白
河
法
皇
は
義
仲
に
対
し
て
、
平
家
没
官
領
の
惣
領
権
を
認
め
た
う
え
に
、
頼
朝
追
討
の
院
庁
下
文
を
与
え
て
し
ま

　
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
義
仲
を
滅
ぼ
し
た
頼
朝
が
、
院
に
対
し
は
る
か
に
後
退
し
た
要
求
し
か
つ
き
つ
け
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
に
は

　
そ
れ
だ
け
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
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③
平
家
鷺
宮
領
は
没
官
さ
れ
た
以
上
、
法
の
形
式
の
た
て
ま
え
か
ら
し
て
》
そ
の
所
属
は
官
－
国
家
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
没
官
領
が
国
家

　
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
処
分
し
う
る
も
の
は
国
家
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
後
白
河
法
皇
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
な
い
。
こ
れ
が
普
通
の
筋
道
で
あ
る
。
上
横
手
説
は
こ
れ
に
反
し
て
い
る
。

④
個
々
の
所
領
が
平
家
没
官
領
た
る
の
要
件
を
備
え
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
然
問
題
が
お
き
う
る
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
後

　
白
河
に
よ
る
「
没
官
領
注
文
」
作
成
作
業
の
精
確
さ
い
か
ん
の
問
題
で
あ
っ
て
、
後
白
河
の
没
官
領
処
分
が
他
の
多
く
の
権
門
と
な
ら
ぶ
一

　
権
門
と
し
て
の
立
場
で
な
さ
れ
る
と
か
、
頼
朝
へ
の
没
官
領
の
一
律
給
付
が
否
定
さ
れ
る
と
い
っ
た
匂
油
と
は
、
お
の
ず
か
ら
別
個
の
次
允

　
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
上
横
手
説
へ
の
疑
問
は
、
寿
永
三
年
三
月
段
階
の
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
的
情
況
に
も
と
ず
く
一
定
の
判
断
を
叱
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
拭
い
去
る
ほ
ど
に
氏
の
解
釈
は
確
定
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
㈲
の
㊨
の
問
題
の
個
所
を
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
、
私
自
身
の
解
釈
を
さ
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
確
固
と
し
た
結
論
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
私
の
も
っ
と
も
簡
単
な
解
釈
は
、
　
「
こ
の
よ
う
な
所
々
は
全
く
、
（
頼
朝
の
）
御
進
止
な
さ
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
本
所
の
左
右

（
－
一
進
止
）
で
あ
る
」
と
読
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
問
題
の
所
領
は
本
来
、
平
家
没
官
領
と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
頼
朝
の
権
限
外
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
進
止
す
る
主
体
が
頼
朝
だ
と
い
う
確
定
が
出
来
な
い
以
上
、
一
つ
の
解
釈
に
と
ど
ま

る
。
進
止
に
「
御
」
が
つ
い
て
い
る
の
は
ま
す
ま
す
具
合
が
わ
る
い
。
こ
の
さ
い
私
は
、
上
横
手
氏
に
従
っ
て
、
　
「
漸
進
止
」
の
主
体
を
や
は

り
後
白
河
だ
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
部
分
は
「
院
宮
井
製
錬
家
之
庄
園
は
後
白
河
の
御
進
止
で
な
く
、
（
し
た
が
っ
て
、

注
文
の
記
載
内
容
は
）
お
の
お
の
の
本
所
の
左
右
（
注
進
）
に
従
っ
て
い
る
コ
（
だ
か
ら
、
そ
の
正
確
さ
は
完
全
な
意
味
で
は
保
証
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
）

と
に
か
く
、
里
数
に
入
れ
て
注
進
す
る
。
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
こ
の
簡
単
な
文
面
か
ら
、
一
定
の
解
釈
を
導
き
嵐

す
に
は
、
事
が
政
治
上
の
重
大
事
件
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
当
時
の
政
治
情
況
の
的
確
な
把
握
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
う
る
よ
う
な
解

釈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
な
判
断
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
性
格
の
史
料
の
文
言
は
そ
れ
を
と
り
ま
く
政
治
情
況
の
把
握
な
し
に
は
実
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際
上
解
釈
し
が
た
い
こ
と
は
政
治
史
の
研
究
に
と
っ
て
自
明
の
理
で
あ
る
。

　
右
の
事
実
に
関
連
し
て
、
上
横
手
氏
は
寿
永
三
年
四
月
の
平
頼
盛
へ
の
没
官
領
の
返
還
形
式
に
注
薄
し
つ
つ
、
後
白
河
↓
頼
朝
↓
頼
盛
と
こ

の
所
領
が
移
動
し
て
い
く
闇
に
、
三
者
の
知
行
権
が
い
ず
れ
も
綱
限
付
の
も
の
で
あ
っ
た
事
実
を
も
っ
て
、
氏
の
論
拠
に
し
て
い
る
。
残
の
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

断
の
基
礎
に
あ
る
の
は
同
月
六
日
の
頼
朝
下
文
が
「
任
昌
本
所
之
沙
汰
（
彼
家
（
頼
盛
）
如
レ
元
、
為
レ
有
二
知
行
一
」
と
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
知
行
権
の
調
限
と
い
う
場
合
、
二
つ
の
形
式
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
も
の
は
、
没
官
領
で
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
、
本
所
の

承
認
を
必
要
と
す
る
形
式
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
玉
響
領
た
る
こ
と
は
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
没
官
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
領
家
職
の

み
で
あ
っ
て
、
本
所
権
そ
の
も
の
に
変
更
が
生
じ
な
い
場
合
で
あ
る
。
さ
き
の
下
文
の
形
式
は
当
然
、
後
者
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
没

官
さ
れ
た
の
は
頼
盛
の
家
領
た
る
領
家
職
の
一
群
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
所
領
に
は
八
条
院
以
下
の
本
所
権
が
終
始
設
定
さ
れ
て
い
た
事
実
を

示
す
に
す
ぎ
な
い
。
上
横
手
氏
に
は
、
第
一
と
第
二
の
形
式
の
混
同
が
あ
る
と
思
う
。
没
官
領
で
あ
る
か
い
な
か
に
つ
い
て
、
本
所
と
の
個
別

交
渉
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
決
定
権
は
あ
く
ま
で
も
、
後
白
河
な
い
し
は
頼
朝
の
側
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
の
◎
に
つ
い
て
は
院
御
領
荘
々
に
つ
い
て
の
処
置
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
上
横
手
氏
の
解
釈
に
全
面
的
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、

別
に
つ
け
加
え
る
べ
き
点
も
な
い
が
、
そ
の
前
半
は
内
乱
の
進
行
過
程
で
、
院
が
平
氏
の
家
領
を
里
馬
し
、
こ
の
時
点
ま
で
に
本
来
の
領
主
・

預
所
へ
の
返
還
の
処
置
を
と
っ
た
二
、
三
の
荘
園
、
な
い
し
、
損
亡
の
打
撃
を
救
う
目
的
で
、
院
か
ら
の
給
付
が
決
定
を
み
て
い
る
荘
園
に
つ

い
て
は
、
没
官
領
処
分
に
つ
い
て
の
院
の
意
志
決
定
を
別
個
に
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
頼
朝
へ
の
没
官
領
注
文
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

除
外
し
た
事
実
を
記
述
し
た
も
の
ら
し
い
。
　
「
依
之
除
之
」
と
は
そ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
こ
の
件
は
頼
朝
へ
の
没
官

領
の
一
律
給
付
の
原
則
に
対
す
る
除
外
例
を
な
し
て
い
る
。
個
女
の
荘
園
に
つ
い
て
の
後
白
河
法
皇
の
意
志
は
こ
れ
以
後
も
、
頼
朝
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

別
個
に
尊
重
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
諸
研
究
が
く
わ
し
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
院
の
意
志
は
無
原
則
に
拡
大
さ
れ
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
の
で
は
な
い
。
個
女
の
事
例
は
両
者
の
力
関
係
の
微
妙
な
均
衡
状
態
を
示
す
で
あ
ろ
う
が
、
没
官
領
処
分
権
の
帰
属
に
関
す
る
根
本
の
原
則

は
こ
の
寿
永
三
年
三
月
に
院
か
ら
頼
朝
へ
と
大
き
く
変
更
さ
れ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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以
上
、
検
討
し
た
よ
う
に
、
寿
永
三
年
三
月
に
頼
朝
は
㈲
全
国
に
わ
た
る
平
家
没
官
領
の
継
承
権
を
は
じ
め
て
獲
得
し
、
㈲
東
国
に
お
い
て

は
、
頼
朝
の
所
領
接
収
権
が
か
な
ら
ず
し
も
右
の
平
家
没
官
領
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
王
朝
国
家
に
正
式
に
認
め
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
㈲
の
所
領
に
は
新
し
く
御
家
人
が
配
置
さ
れ
た
。
東
国
の
御
家
人
た
ち
は
占
領
軍
と
し
て
現
地
を
武
力
的
に
征
圧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

頼
朝
が
「
院
の
御
定
」
の
尊
重
を
い
か
に
強
調
し
、
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
、
地
方
政
治
の
実
際
に
は
御
家
人
た
ち
の
現
実
的
な
軍
事
力
に
よ
る

大
き
な
限
界
が
付
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
鎌
倉
の
進
止
に
属
す
る
没
官
領
地
頭
成
立
の
た
め
の
法
的
形
式
が
完
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

㈲
に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
で
に
内
乱
の
開
始
以
来
、
頼
朝
に
よ
っ
て
そ
の
本
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
東
国
の
御
家
人
た
ち
は
、
こ
の
と
き
頼
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
獲
得
し
た
㈲
の
権
眼
に
よ
っ
て
、
従
来
に
も
ま
し
て
強
い
保
護
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
等
は
も
は
や
西
国
に
お
け
る
非
没
官
領
の

御
家
人
た
ち
の
よ
う
に
、
本
所
領
家
の
恣
意
的
な
支
配
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
前
掲
『
愚
管
抄
』
二
六
八
頁
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
第
五
末
七
「
公
家
よ
り

　
関
東
へ
条
々
被
自
責
」
八
〇
四
頁
、
長
門
本
『
平
家
物
語
陳
（
国
書
刊
行
会
）
六
一

　
六
－
七
頁
。
延
慶
本
と
長
門
本
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
上
横
手
前
掲
書
二
～
八
頁

　
参
照
。

②
　
　
『
五
昆
婁
儲
脚
』
　
兀
暦
一
兀
年
山
ハ
月
二
十
臼
条
。

③
　
　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
｝
7
5
年
八
月
廿
九
日
条
、
『
玉
葉
』
元
暦
二
年
八
難
十
六
目
条
、

　
な
お
頼
朝
知
行
園
に
つ
い
て
は
石
井
前
掲
書
二
六
七
－
七
五
頁
参
照
。

④
　
山
内
荘
の
伝
領
に
つ
い
て
は
上
横
手
前
掲
霞
二
三
七
百
ハ
、
注
1
6
が
、
八
条
院
領

　
と
解
し
た
慣
説
を
批
判
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑤
　
『
無
妻
鏡
』
文
治
四
年
三
月
十
七
日
条
所
収
の
頼
朝
か
ら
院
へ
の
事
書
が
、
下

　
野
国
中
泉
、
中
村
塩
谷
等
荘
に
つ
い
て
「
件
所
々
、
難
下
不
γ
入
二
没
官
注
文
一
候
幽
、

　
為
瓜
坂
東
之
内
｛
自
然
知
行
来
候
、
年
貢
慕
子
細
隅
前
」
と
記
し
て
い
る
。
上
横

　
手
前
掲
書
一
　
一
九
頁
。

⑥
　
建
仁
二
年
二
月
十
四
日
輪
霞
累
々
官
源
能
信
等
申
状
（
図
書
寮
叢
刊
『
九
条
家

文
書
騒
二
、
＝
　
三
二
号
）
に
よ
る
と
、
応
保
二
年
に
平
清
盛
は
安
芸
前
司
能
盛
を

　
使
者
と
し
て
摂
津
鼠
八
田
部
郡
の
一
郡
検
注
を
実
施
、
郡
内
の
七
力
荘
八
十
余
町

　
を
掠
領
し
て
い
る
。
　
『
素
踊
県
史
醒
第
～
巻
九
〇
二
百
ハ
。

⑦
上
横
手
前
掲
書
二
ニ
ニ
頁
。

⑧
こ
の
部
分
の
赤
松
氏
の
注
は
「
全
部
頼
朝
に
与
え
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
前
掲
書

　
二
穴
九
頁
。

⑨
安
国
元
久
前
掲
論
文
（
三
三
三
－
四
頁
）
は
保
元
の
乱
で
藤
原
墨
画
以
下
の
所

　
領
が
没
官
さ
れ
、
後
肩
領
に
な
っ
た
手
続
き
が
太
政
宮
符
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ

　
と
を
あ
げ
、
寿
永
の
門
平
家
没
官
領
」
処
分
も
こ
れ
に
準
じ
た
と
み
て
い
る
。
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
横
手
氏
は
没
官
領
注
文
が
官
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
院
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ

　
と
を
重
視
す
る
が
、
こ
の
さ
い
は
両
者
に
本
質
的
な
差
は
な
い
と
考
え
る
。

⑩
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
四
月
六
日
条
。

⑪
上
横
手
前
掲
書
取
＝
1
二
頁
。

⑫
　
上
横
手
前
掲
書
二
二
〇
一
一
頁
、
た
だ
し
、
氏
が
二
二
四
頁
で
、
こ
れ
を
後
白

　
河
の
作
成
に
な
る
叙
爵
領
注
文
の
杜
撰
さ
の
要
目
の
一
つ
に
あ
げ
た
こ
と
は
賛
詞

　
し
が
た
い
。
こ
の
と
き
の
没
官
領
注
文
が
杜
撰
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
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が
、
特
別
の
事
情
に
あ
る
偲
々
の
荘
園
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
没
官
領
処
分
に
つ
い

　
て
院
の
出
禁
心
が
尊
重
さ
れ
た
事
実
の
反
映
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
別
稿
で
あ

　
つ
か
う
備
後
国
大
限
庄
の
事
例
も
、
◎
の
原
則
に
準
じ
て
解
釈
さ
れ
よ
う
。

⑬
安
田
前
掲
論
文
（
三
四
五
－
七
頁
）
、
頼
糊
は
文
治
二
年
六
月
廿
一
日
の
書
状

　
（
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）
で
、
「
縦
為
二
謀
反
人
買
所
帯
｛
令
レ
補
一
地
頭
一
之
条
、
錐
レ

　
有
二
由
緒
嚇
可
二
停
止
一
之
由
、
於
で
被
嵩
属
下
榊
候
所
々
上
者
、
随
ソ
仰
可
ソ
令
二
停
止
一

　
候
也
。
院
宣
争
違
背
候
哉
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
実
例
と
し
て
ω
文
治
二
年
六
月

　
廿
九
臼
、
廻
国
国
林
崎
御
厨
の
宇
佐
美
平
次
実
証
の
地
頭
職
を
「
被
ゾ
下
二
院
宣
二

　
た
た
め
停
止
し
（
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）
、
㈲
文
治
四
年
十
月
四
鷺
に
は
備
前
国
福

　
暇
荘
に
つ
い
て
、
　
「
先
日
鼻
下
被
二
仰
下
㎜
候
上
之
備
前
属
福
岡
庄
事
、
被
レ
入
二
没
窟

　
注
文
一
下
給
候
畢
。
而
宮
法
印
御
房
難
ソ
令
レ
勤
コ
修
讃
岐
院
御
国
忌
隅
之
由
、
被
一
一
歎

　
仰
㎝
候
之
間
、
以
二
件
庄
一
可
γ
為
二
彼
御
料
凹
之
幽
申
候
て
、
無
二
左
右
幽
不
レ
知
二
子
細
｛

　
令
二
奉
進
一
候
畢
。
此
等
雰
二
鯛
之
避
事
醐
候
蹴
。
而
今
如
ソ
此
被
二
堂
下
｝
候
。
早
随
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
エ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
重
御
定
｛
可
レ
令
嗣
左
右
一
候
。
御
定
之
上
難
一
二
事
桝
伺
令
〆
及
二
緩
怠
榊
候
」
（
頼
朝

　
書
状
、
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）
と
述
べ
、
㊥
文
治
五
年
三
月
十
三
日
に
は
熊
野
領

　
播
磨
隔
浦
上
荘
、
長
門
圏
陣
武
御
領
、
鎮
西
三
引
墨
地
頭
職
に
つ
い
て
「
熊
野
御

　
領
播
磨
國
浦
上
王
事
　
右
有
限
年
藁
着
、
二
曲
令
二
徴
納
一
之
由
、
難
ノ
鎌
髭
景
蒋
代

　
官
陳
申
之
穿
下
動
國
コ
怠
無
役
叫
歎
思
食
次
纂
也
、
彼
御
庄
一
所
、
柾
可
レ
令
レ
停
訓

　
蹴
地
頭
職
一
之
由
、
修
理
権
大
夫
奉
書
、
岡
拝
見
給
候
畢
。
御
薗
定
之
趣
不
ソ
可
ソ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
う
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
無
二
左
右
榊
候
。
畢
可
ノ
令
レ
停
コ
止
景
時
地
頭
職
凹
之
由
、
揮
可
レ
被
レ
仰
門
下
庄
家
一
候

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
也
。
其
後
若
令
二
対
揮
申
一
候
者
、
重
可
ソ
加
二
下
知
一
白
、
縦
没
官
領
に
て
候
と
も
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
別
御
定
を
ハ
、
争
胃
ソ
ム
刃
レ
由
三
左
霜
融
恢
哉
。
日
曜
長
㎜
挙
国
暇
門
武
御
鯖
桝
ハ
戒
一
家
所
領
に

　
て
候
へ
は
、
早
撃
亀
卜
西
醒
一
下
向
之
時
知
行
仕
事
き
。
傍
聴
相
継
遠
平
沙
汰
候
つ

　
れ
と
も
、
不
レ
背
理
御
定
之
世
一
令
二
沙
汰
三
一
候
暴
。
其
も
先
以
直
無
二
雪
下
州
次
令
レ

　
加
二
下
知
一
強
き
。
又
鎮
西
三
綱
庄
地
頭
義
盛
を
令
二
停
止
一
候
ひ
し
次
第
も
、
如
レ

　
此
尊
き
。
凡
御
定
唱
酬
、
皆
以
如
ゾ
此
計
い
一
沙
汰
一
候
者
也
」
（
頼
朝
請
文
、
『
吾
妻

　
鏡
』
同
日
条
）
と
述
べ
る
（
な
お
長
門
国
陣
武
郡
地
頭
停
止
に
つ
い
て
は
同
上
二

　
n
月
軍
馬
条
参
照
）
な
ど
例
は
多
い
。

⑭
　
例
え
ば
『
愛
妻
鏡
隔
建
久
元
年
四
月
十
九
日
灸
が
、
伊
勢
圏
阿
射
賀
御
厨
・
憲

　
礼
石
御
厨
に
つ
い
て
頼
朝
が
「
難
ゾ
為
一
【
没
取
領
一
襲
レ
院
分
訓
給
本
領
憲
二
箆
々
、
但

　
於
二
陀
射
賀
一
者
、
補
二
地
頭
一
所
也
」
と
記
す
の
は
こ
の
よ
う
な
均
衝
の
表
現
で
あ

　
ろ
う
。

⑯
　
治
承
照
年
十
月
廿
三
日
に
甲
案
国
府
に
お
い
て
、
御
家
人
た
ち
に
「
或
安
コ
堵

　
本
領
↓
書
棚
γ
浴
曽
㎜
新
恩
一
」
め
た
の
を
手
は
じ
め
に
（
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）
、
同
年

　
十
　
月
八
日
に
は
常
陸
国
佐
竹
秀
義
の
旧
領
を
収
慣
し
て
「
軍
士
之
勲
功
賞
」
に

　
宛
て
（
『
署
妻
鏡
』
同
七
条
）
、
寿
永
光
年
十
二
月
白
日
に
「
上
総
国
御
家
人
周
西

　
二
郎
助
忠
以
下
、
多
以
可
・
安
コ
堵
本
宅
乏
旨
、
奉
二
恩
塾
云
々
」
と
あ
り
（
『
吾

　
妻
鏡
』
同
日
条
）
、
元
暦
元
年
二
月
十
四
日
に
「
今
日
、
上
総
国
御
家
人
等
、
多

　
以
二
私
領
本
宅
｛
知
」
兀
可
レ
令
二
領
掌
柵
銀
製
、
給
〔
一
武
衛
御
下
文
州
山
鼠
去
年
依
γ

　
為
二
広
常
同
科
（
所
レ
被
レ
収
調
公
所
幣
一
也
」
（
『
吾
妻
鏡
』
岡
日
金
）
、
堅
強
十
一
月

　
十
二
罠
に
門
常
陸
国
住
人
等
、
為
一
御
家
人
一
可
レ
移
二
其
旨
幽
自
由
、
被
画
然
下
網
云

　
々
」
（
『
暦
妻
鏡
』
二
日
条
）
な
ど
。
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三
、
加
藤
太
光
員
の
「
伊
勢
国
没
官
領
注
文
」

事
実
の
経
過
を
追
っ
て
み
る
と
、
没
官
領
に
関
す
る
そ
の
後
の
処
理
は
大
要
次
の
ご
と
く
に
な
る
。
元
暦
元
年
四
月
五
日
に
頼
朝
は
池
大
納

言
平
筆
盛
に
河
内
国
走
井
荘
、
伊
賀
園
長
田
荘
、
国
勢
国
野
俣
道
荘
、
同
木
道
荘
、
播
磨
国
在
田
荘
、
同
這
田
荘
、
淡
路
国
由
良
荘
、
美
作
国



没官領・謀叛人所帯跡地頭の成立（大山）

弓
削
荘
、
備
前
国
佐
伯
荘
、
但
馬
国
山
麟
荘
、
伊
与
国
矢
野
領
、
阿
波
国
小
嶋
庄
、
駿
河
国
大
岡
荘
、
筑
前
国
香
椎
荘
、
筑
前
国
安
富
領
、
筑

後
国
三
原
荘
、
肥
後
国
辱
琿
臼
間
野
荘
の
十
七
箇
所
を
、
翌
六
日
に
播
磨
国
布
施
荘
、
近
江
国
龍
門
荘
、
安
芸
国
安
摩
荘
、
尾
張
国
里
木
荘
を
、

ま
た
八
条
盤
領
に
ふ
く
ま
れ
る
大
和
国
野
辺
長
原
荘
、
摂
津
国
兵
庫
三
ケ
荘
、
播
磨
国
石
作
荘
、
丹
波
国
六
人
遅
荘
、
加
賀
国
熊
坂
荘
、
筑
前

国
宗
像
社
、
同
三
ケ
荘
、
尾
張
国
真
清
田
荘
、
駿
河
国
服
織
荘
、
さ
ら
に
頼
盛
室
の
家
領
た
る
河
内
国
麻
生
大
和
田
領
、
信
濃
国
諏
訪
社
の
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

六
ケ
所
、
計
三
四
箇
所
を
返
還
し
た
。
御
家
人
へ
の
没
官
領
宛
行
も
す
す
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
こ
の
年
の
十
一
月
に
は
西
国
所
領
の
沙
汰
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
義
経
を
介
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
「
没
官
領
」
の
性
格
を
最
も
よ
く
示
す
の
は
次
に
か
か
げ
る
頼
朝
の
寄
進
状
で
あ
ろ
う
。

　
奉
レ
寄
　
三
井
寺
御
領
夏

　
　
在
若
狭
国
玉
置
領
壱
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も

　
右
件
所
、
依
レ
為
昌
平
家
二
宮
之
領
↓
自
　
レ
院
所
魂
顧
預
一
也
。
而
今
為
レ
崇
＝
当
時
仏
法
↓
所
レ
令
二
寄
進
一
也
。
優
於
昌
下
司
職
｝
者
、
従
二
鎌
倉
一
所
二
沙
汰
付
一
也
。

　
不
レ
可
レ
有
昌
相
違
一
之
状
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
元
暦
元
年
十
一
月
廿
八
日
　
前
右
兵
衛
佐
源
朝
臣

　
こ
こ
に
は
平
家
没
官
領
に
お
け
る
下
司
職
の
鎌
倉
補
任
の
原
則
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
．
若
狭
国
玉
置
領
の
ご
と
く
こ
れ
が
三
井
寺
に
寄
進

さ
れ
て
も
、
こ
の
原
則
に
変
．
更
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
没
富
領
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
下
司
職
の
補
任
権
が
本
所
領
家
に
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

く
鎌
倉
に
帰
属
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
地
頭
と
い
う
統
一
的
な
名
称
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
な
が
ら
、
そ
の
領
主
権

が
体
現
す
る
法
的
な
諸
関
係
に
お
い
て
、
後
の
半
煮
領
地
頭
と
す
こ
し
も
変
ら
ぬ
在
地
領
主
の
存
在
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。　

翌
元
暦
二
年
三
月
廿
四
日
の
壇
ノ
浦
合
戦
に
よ
る
平
既
一
門
滅
亡
の
の
ち
、
同
年
六
月
十
三
日
に
頼
朝
は
、
義
経
に
分
与
し
て
お
い
た
平
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

没
官
領
二
十
四
ケ
所
を
こ
と
ご
と
く
回
収
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
寿
永
三
年
三
月
七
日
以
降
の
平
家
没
官
領
の
頼
朝
家
人
へ
の
宛
行
を
示
す
一
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事
例
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
義
経
へ
分
与
し
た
没
官
領
の
再
回
収
を
命
じ
た
元
暦
二
年
六
月
の
段
階
で
、
頼
朝
は
こ
れ
と
は
溺
に
後
白
河
に
鮒
し
て
没
官
領

処
分
の
拡
大
解
釈
を
意
味
す
る
よ
う
な
譲
歩
を
新
た
に
強
要
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
義
経
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
と
の
き
っ
か
け
は

前
年
七
月
に
お
き
た
伊
賀
・
伊
勢
を
中
心
と
す
る
平
氏
の
残
党
平
田
入
道
角
界
法
師
・
出
羽
守
平
信
兼
ら
の
か
な
り
大
規
模
な
謀
叛
の
鎮
圧
に

か
か
わ
っ
て
い
た
。

　
す
な
わ
ち
『
百
錬
抄
』
元
暦
二
年
六
月
十
二
臼
条
は

　
源
二
位
（
頼
朝
）
状
云
、
謀
反
之
輩
所
知
所
帯
改
替
他
人
可
昌
計
置
｝
云
々

と
の
、
注
目
す
べ
き
記
事
を
か
か
げ
て
い
る
。
右
に
い
う
「
謀
反
之
喪
」
と
は
具
体
的
に
誰
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
他
人
可
昌
計
置
一
」
と

は
は
た
し
て
頼
朝
に
よ
る
謀
叛
人
跡
所
領
の
没
収
と
御
家
人
へ
の
宛
行
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
記
事
そ
の
も
の
は
何
も
語
ら

な
い
。

　
だ
が
、
右
の
記
事
の
三
日
後
に
あ
た
る
同
年
六
月
十
五
日
の
こ
通
の
頼
朝
下
文
は
右
の
疑
問
に
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
。
一
通
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

伊
勢
国
波
出
御
厨
、
い
ま
一
通
は
同
国
須
可
荘
地
頭
に
島
津
忠
久
を
補
任
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
源
頼
朝
）

　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
下
　
伊
勢
国
波
出
御
厨

　
　
補
任
　
地
頭
職
纂

　
　
（
追
簸
）

　
　
「
右
兵
衛
尉
惟
宗
忠
久
」

　
右
甲
所
老
、
故
出
羽
守
平
信
兼
党
類
領
也
。
而
信
兼
、
依
レ
三
品
謀
反
↓
令
二
追
討
一
畢
。
衡
任
昌
先
例
両
為
レ
令
レ
勤
コ
任
公
役
四
所
レ
補
二
地
頭
職
㎜
也
。
早
為
二
彼

　
職
↓
可
レ
致
昌
沙
汰
一
之
状
如
レ
件
、
以
下
。

　
　
　
　
一
兀
暦
二
年
六
月
十
五
臼
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鎌
倉
幕
府
に
よ
る
地
頭
職
補
任
下
文
の
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
確
実
な
文
書
と
し
て
名
高
い
こ
の
頼
朝
下
文
は
前
年
の
元
暦
元
年
七
月
の
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

賀
・
伊
勢
に
お
け
る
大
規
模
な
平
氏
残
党
平
田
家
継
・
出
羽
守
平
信
兼
ら
の
謀
叛
鎮
圧
の
あ
と
仕
末
を
つ
け
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
伊
賀
・
伊
勢
の
謀
叛
で
注
屠
さ
れ
る
の
は
、
頼
朝
が
従
来
の
後
白
河
作
成
の
「
平
家
没
官
領
注
文
」
（
以
下
こ
れ
を
「
後
白
河
注
文
」
と
略

称
す
る
）
と
は
別
個
に
、
こ
こ
で
新
し
く
伊
勢
国
の
没
官
領
注
文
を
独
自
に
作
成
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
没
官
領
注
文
の
作
成
主
体
が
後
白

河
か
ら
頼
朝
の
手
に
う
つ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
の
が
『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
六
月
廿
日
条
が
お
さ
め
る
次
の
頼
朝
下
文
で
あ
る
。

　
下
伊
勢
国
御
神
領
内
地
頭
等

　
　
早
可
下
停
コ
止
莞
道
狼
籍
↓
従
二
内
外
宮
神
主
等
下
知
嚇
致
申
沙
汰
滋
事

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
右
黒
白
漏
謀
叛
輩
之
翫
領
｝
者
、
任
開
先
躍
雨
令
レ
補
昌
地
頭
職
許
一
之
処
、
各
無
二
自
由
之
濫
行
↓
或
押
コ
領
所
々
嚇
或
煩
晶
神
人
一
之
由
、
依
レ
有
鵡
其
聞
↓
可
レ
先
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
留
役
一
之
由
、
度
々
令
昌
下
知
一
軒
。
衡
神
官
等
、
擬
レ
曲
馬
沙
汰
一
之
処
、
任
轟
光
員
注
文
一
受
書
地
頭
一
之
輩
、
尚
所
々
押
領
、
致
島
神
領
煩
一
之
由
、
有
昌
応
訴
浦
所

　
行
之
旨
甚
以
不
当
也
。
自
今
以
後
、
従
二
神
官
之
下
知
吋
可
レ
令
レ
致
昌
神
忠
の
縦
錐
昌
地
頭
一
何
煩
畠
神
人
【
怠
酒
神
役
｝
乎
。
宜
レ
停
コ
止
件
狼
籍
⑩
若
書
令
昌
違
背
｝

　
者
、
俺
注
昌
交
名
嚇
可
昌
言
上
一
之
状
如
レ
件
、
以
下
。

　
　
文
治
ニ
ニ
年
六
門
月
臼
甘
臼

　
傍
点
を
付
し
た
と
こ
ろ
が
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
伊
勢
国
で
は
「
謀
叛
輩
之
所
領
」
に
つ
い
て
「
光
員
注
文
」
な
る
も
の
が
作
成
さ
れ
、
こ

の
注
文
に
も
と
づ
い
て
「
地
頭
職
補
任
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
お
そ
く
と
も
、
文
治
三
年
六
月
段
階
で
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の

下
文
を
説
明
し
た
『
吾
妻
鏡
』
の
本
文
は
「
伊
勢
国
没
官
領
事
、
加
藤
輪
光
員
随
レ
令
昌
注
進
一
之
、
被
レ
補
回
地
頭
一
之
処
、
彼
輩
於
二
太
神
宮
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

領
一
致
昌
濫
行
」
と
し
て
お
り
、
　
「
光
員
注
文
」
な
る
も
の
が
頼
朝
の
御
家
人
加
藤
太
光
員
の
作
成
に
な
る
注
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
と
す
る
な
ら
ば
光
員
の
謀
叛
人
跡
注
文
の
作
成
時
点
は
い
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
右
に
掲
げ
た
元
暦
二
年
六
丹
十

五
日
の
波
出
御
厨
な
ら
び
に
須
命
玉
に
お
け
る
地
頭
職
補
任
の
下
文
で
あ
る
。
波
出
御
厨
の
下
文
を
例
に
と
っ
て
、
文
中
の
「
右
兵
衛
尉
惟
宗

忠
久
」
の
て
行
が
追
筆
に
か
か
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
相
田
二
郎
氏
が
、
こ
の
と
き
の
地
頭
補
任
に
さ
い
し
、
頼
朝
の
側
で
同
様
の
地
頭
職
補
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任
下
文
を
所
領
ご
と
に
用
意
し
、
あ
と
か
ら
補
任
す
べ
き
地
頭
の
人
名
（
曲
人
）
を
書
き
掬
え
て
、
こ
れ
を
下
付
し
た
と
述
べ
た
の
を
想
起
す
る

と
き
、
か
か
る
事
情
に
も
っ
と
も
適
合
す
る
繋
駕
と
し
て
想
定
出
来
る
の
は
、
信
兼
以
下
の
謀
叛
鎮
圧
↓
加
藤
太
光
員
に
よ
る
「
没
官
注
文
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
作
成
↓
地
頭
補
任
と
い
う
一
連
の
頼
朝
側
の
手
続
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
平
儒
兼
謀
叛
の
あ
と
、
伊
勢
国
で
没
官
領
注
文
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
い
ま
一
つ
の
事
例
と
し
て
謀
叛
人
家
世
跡
所
領
林
崎
御
厨
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
。
す
な
わ
ち
文
治
二
年
六
月
廿
九
日
頼
朝
下
文
に
よ
る
と
、
こ
の
御
厨
に
つ
い
て
「
案
件
御
厨
者
、
謀
叛
人
家
資
知
芝
之
所
々
、
遥
任
」
削

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

縦
ハ
為
レ
令
レ
致
昌
沙
汰
（
以
二
叉
実
蕉
開
（
宇
佐
美
平
次
実
正
）
、
平
門
任
地
頭
職
一
汗
」
と
あ
り
、
こ
の
下
文
を
説
明
し
た
『
吾
妻
鏡
』
本
文
に
よ
る

と
、
「
伊
勢
国
林
崎
御
厨
事
、
為
昌
平
家
与
党
人
家
資
跡
ハ
難
レ
被
レ
加
昌
没
官
領
注
文
ハ
二
二
大
神
宮
訴
申
一
之
、
不
レ
可
レ
有
晶
地
頭
帰
之
旨
、
被
レ
下
昌

院
宣
扁
落
掌
、
今
日
有
昌
沙
汰
一
」
と
書
い
て
い
る
。
右
の
家
憲
は
同
じ
く
平
氏
与
党
人
で
あ
っ
て
も
、
酉
海
へ
逃
が
れ
た
平
氏
本
流
で
は
な
く
、

元
暦
元
年
の
伊
賀
・
伊
勢
の
謀
叛
に
参
加
し
て
処
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
七
月
廿
一
臼
条
に
よ
る
と
、
「
伝
聞
、
謀
叛
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

将
軍
平
田
入
道
灘
鱗
、
被
曝
桑
首
“
了
。
其
外
両
瓢
一
人
、
為
昌
大
将
軍
一
管
、
被
レ
伐
了
云
女
。
忠
清
法
師
、
家
玉
翰
籠
レ
山
畑
云
々
」
と
あ
り
、
伊

賀
・
樹
勢
叛
乱
の
有
力
党
類
と
し
て
こ
れ
に
参
加
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
平
信
兼
党
類
所
領
が
伊
勢
国
没
官
注
文
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
は
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
後
白
河
注
文

と
こ
の
傍
勢
国
光
員
注
文
と
の
関
係
で
あ
る
。
事
態
の
推
移
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
伊
勢
国
に
お
け
る
地
頭
職
補
任
に
と
っ
て
、
後
白
河
注
文
は

ほ
と
ん
ど
役
に
た
た
ず
、
信
兼
謀
叛
を
契
機
と
す
る
新
し
い
没
官
領
注
文
の
作
成
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
れ
が
具
体
化
し
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
信
兼
党
類
の
所
領
は
後
白
河
注
文
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
信
兼
は
頼
朝
挙
兵
の
最
初
の
攻
撃
目
標
に
さ
れ
た
伊
豆
国
目
代
山
木
厳
暑
の
父
に
あ
た
り
、
も
と
も
と
量
器
と
は
不
仲
で
あ
っ
た
。
ま

た
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
置
工
月
一
日
動
に
よ
る
と
、
彼
は
当
時
頼
朝
代
官
と
し
て
伊
勢
国
へ
入
り
、
京
都
の
義
仲
勢
に
備
え
て
い
た
義
経
に
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

然
し
て
お
り
、
　
「
当
時
九
郎
之
勢
、
僅
五
百
騎
、
其
外
偶
勢
国
人
等
軸
栢
従
云
女
。
又
和
泉
守
信
兼
同
語
合
力
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
彼

は
寿
永
二
年
七
月
の
平
氏
一
門
の
都
落
ち
に
問
行
せ
ず
、
同
年
十
エ
月
に
は
伊
勢
国
人
と
と
も
に
い
ち
は
や
く
頼
朝
代
官
義
経
に
協
力
し
、
京

（810）　22



没冨領・謀販人所帯跡地頭の成立（大山）

都
の
義
仲
勢
と
対
峙
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
信
兼
等
は
義
仲
攻
撃
軍
の
一
翼
を
構
成
し
た
の
で
あ
り
、
義
仲
没
落
直
後
の
寿
永
三
年
三
月
に
作

成
さ
れ
た
後
白
河
注
文
に
信
兼
党
類
所
領
の
記
載
が
な
か
っ
た
の
は
ま
っ
た
く
当
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
京
都
の
朝
廷
が
こ
の
信
兼
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
解
官
宣
旨
」
を
出
し
た
の
は
謀
叛
鎮
圧
後
の
元
暦
元
年
八
月
十
日
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
後
白
河
注
文
に
信
兼
党
類
所
領
の
記
載
が
な
か
っ
た

こ
と
を
確
実
に
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
伊
勢
国
で
は
信
兼
党
類
鎮
圧
↓
光
員
注
文
－
伊
勢
国
没
官
注
文
作
成
↓
謀
叛
人
跡
地
頭
補
任
と
い
う
一
連
の
手
続
き
が
元

暦
二
年
六
月
ま
で
に
と
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
伊
賀
国
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
次
に
示
す
文
治
二
年
七
月
日
の
東
大

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

寺
三
綱
等
解
案
は
そ
の
問
の
事
情
を
伝
え
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
｝
、
可
レ
被
レ
停
調
止
平
時
定
雛
協
押
領
…
百
学
生
黒
田
庄
多
町
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
）

　
　
右
、
件
黒
田
庄
者
、
去
承
安
四
年
十
二
月
十
二
日
沼
目
出
作
丼
新
庄
雨
可
レ
為
昌
不
輸
□
領
一
之
由
、
被
レ
成
昌
院
庁
御
下
文
一
之
日
、
以
昌
其
所
当
官
物
↓
永
被
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
綱
）

　
　
定
コ
宛
常
住
学
生
百
口
供
新
一
已
了
。
（
中
略
）
④
蒲
件
庄
佐
人
日
面
触
レ
縁
隠
コ
置
右
衛
門
有
□
一
云
々
。
依
一
件
罪
科
↓
成
守
縁
座
境
界
、
或
被
レ
訣
コ
職
其
身
↓

　
　
或
逃
訓
脱
庄
家
一
二
。
㈲
愛
盛
定
称
二
没
官
↓
所
レ
令
レ
押
』
電
脳
輩
作
田
十
鰍
町
一
也
。
0
9
此
条
太
無
一
道
謂
4
故
何
者
、
件
作
田
若
一
円
為
呂
成
守
等
私
領
一
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
事
力
）

　
　
没
週
報
可
レ
然
、
是
依
レ
為
昌
黒
田
庄
之
最
中
嚇
於
昌
雑
口
一
者
、
勤
昌
子
寺
家
連
日
三
役
一
毫
昌
其
隙
圃
壁
画
山
窟
一
画
　
為
二
学
生
供
｛
渦
塵
不
二
他
用
司
成
守
等

　
　
者
只
為
昌
作
人
一
至
急
。
寺
家
寺
僧
無
昌
罪
科
｝
者
、
何
可
レ
被
レ
没
綴
官
融
融
一
哉
。
⇔
就
中
先
々
如
レ
此
重
過
之
輩
出
来
之
時
、
為
晶
寺
家
沙
汰
｝
収
」
公
其
所
領
↓

　
　
是
承
前
之
例
也
。
騰
勢
傘
轟
雲
叢
鷺
肥
櫛
嘉
慶
糞
勢
暴
湊
師
蜀
於
私
欝
発
熟
垂
込
陣
、
趣
懸
二
雪
鬼
騨
字
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
件
景
耳
癖
、
即
黒
田
庄
住
人
新
庄
下
司
也
。
然
而
彼
事
始
為
昌
寿
家
一
三
公
、
謙
譲
レ
及
昌
追
討
樋
之
口
入
4
㈱
今
成
守
等
作
田
、
博
聞
レ
准
昌
其
例
崎
時
定
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歴
沙
汰

　
　
不
レ
可
呂
押
領
司
蕃
昌
此
次
第
一
寺
家
付
轟
左
馬
頭
能
保
朝
臣
叫
度
々
難
レ
触
□
V
晴
定
連
無
漏
承
引
離
心
↓
繭
篭
生
大
愁
ハ
只
照
門
此
事
口
早
可
レ
停
コ
馬
丁
妨
一
之

　
　
由
、
欲
レ
被
レ
仰
昌
時
定
一
耳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
右
の
東
大
寺
の
解
状
は
、
義
経
に
加
担
し
た
伊
豆
右
衛
門
遡
源
有
綱
を
大
和
国
宇
多
郡
に
攻
め
て
自
殺
さ
せ
た
頼
朝
の
使
者
北
条
時
定
が
、

有
心
を
隠
置
い
た
罪
で
黒
田
荘
住
人
成
守
等
の
作
田
四
十
余
所
を
没
官
処
分
に
し
た
さ
い
、
こ
れ
に
抗
議
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
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内
容
を
摘
記
す
る
と
、
ω
は
黒
田
荘
住
人
成
守
が
有
綱
を
隠
置
い
た
罪
で
、
成
守
の
「
縁
座
境
界
」
が
謙
鐵
さ
れ
、
荘
家
を
逃
脱
し
た
事
実
、

㈲
は
時
定
が
「
没
官
」
と
称
し
て
彼
等
の
作
田
四
十
余
町
を
押
領
し
た
こ
と
、
の
は
、
㈲
の
時
定
の
「
没
官
」
処
分
は
、
全
く
不
法
で
あ
る
こ

と
、
㊥
は
、
そ
の
例
と
し
て
去
々
年
（
元
暦
元
年
）
に
黒
田
新
荘
下
司
景
時
が
伊
賀
国
の
中
務
丞
垣
越
、
二
次
（
継
）
法
師
等
の
謀
叛
に
加
担
し
た

さ
い
も
、
景
時
の
領
田
を
収
激
し
た
の
は
寺
家
（
東
大
毒
）
で
あ
っ
て
、
追
討
使
の
口
入
は
な
か
っ
た
こ
と
、
㈲
は
、
成
肥
作
田
に
つ
い
て
も
時

定
の
没
官
を
や
め
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
元
暦
元
年
の
伊
賀
国
謀
叛
へ
の
黒
田
新
荘
下
司
景
時
の
参
加
と
戦
死
↓
景
時
領
田
の
寺
家
に
よ
る
墨
黒
と
い
う
事
実
を
知
り
う

る
の
で
あ
る
。
俳
勢
国
と
こ
と
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
頼
朝
の
没
官
領
処
分
に
対
す
る
東
大
寺
の
強
力
な
抵
抗
を
読
み
と
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
と

同
時
に
二
年
後
の
有
綱
討
滅
に
さ
い
し
て
の
北
条
時
定
の
強
硬
な
措
置
の
う
ち
に
右
の
東
大
寺
の
抵
抗
が
う
ち
破
ら
れ
つ
つ
あ
る
事
情
を
み
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
の
主
張
は
「
成
守
勢
者
只
為
昌
作
人
一
許
也
、
寺
家
寺
僧
無
恥
罪
科
齢
者
、
事
解
レ
被
レ
没
㍊
官
珍
魚
一
哉
」
と
い

う
発
雷
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
東
大
寺
の
立
場
か
ら
す
る
と
黒
田
荘
の
在
地
領
主
下
司
ク
ラ
ス
は
只
の
作
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
等

の
記
田
は
没
官
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
「
没
官
」
と
「
平
芝
」
と
の
用
語
の
使
い
わ
け
で
あ
る
。
東

大
寺
三
綱
等
は
、
寺
家
が
作
人
－
下
司
等
の
領
田
を
回
収
す
る
こ
と
を
「
収
去
」
と
称
し
、
こ
れ
を
時
定
に
よ
る
「
没
官
」
処
分
と
対
置
さ
せ

て
い
る
。
右
の
文
脈
か
ら
み
て
今
や
頼
朝
に
掌
握
さ
れ
、
伊
賀
国
で
は
時
定
に
体
現
さ
れ
た
「
愛
撫
」
の
権
利
と
は
、
東
大
寺
な
ど
権
門
勢
家

の
「
収
公
」
権
否
定
の
上
に
成
立
し
て
い
た
事
実
は
疑
い
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
伊
勢
国
に
お
い
て
信
兼
謀
叛
の
後
に
、
新
た
に
「
没
官
注
文
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
　
「
後
白
河
没
官
注
文
」
と
こ
と
な
る
新
し
い
形
式

で
、
没
宮
領
の
接
収
が
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。
寿
永
三
年
三
月
段
階
の
頼
朝
の
平
家
没
官
領
惣
領
権
は
後
白
河
の
も
と
で

作
成
さ
れ
た
「
後
白
河
注
文
」
を
介
し
て
実
現
さ
れ
た
惣
領
権
で
あ
っ
た
。
だ
が
元
暦
二
年
に
豊
野
国
で
新
た
に
実
現
さ
れ
た
「
謀
反
之
鴛
所

知
所
帯
」
の
頼
朝
へ
の
帰
属
は
頼
朝
の
側
に
お
け
る
独
自
の
「
光
員
注
文
」
作
成
を
介
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
光
員
注
文
」

は
将
来
、
新
し
い
謀
叛
の
出
現
に
応
じ
て
、
何
度
で
も
作
成
し
な
お
さ
れ
る
と
い
う
原
則
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
先
の
『
百
錬
抄
』
の
記
事
は
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「
謀
反
之
張
所
知
所
帯
」
を
改
重
し
、
伊
勢
国
を
突
破
口
に
し
て
、
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
補
任
を
一
般
化
す
る
と
い
う
頼
朝
の
方
針
を
は
っ
き

り
と
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
伊
勢
国
に
お
け
る
「
光
員
注
文
」
作
成
の
意
義
は
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
寿
永
三
年
三
月
段

階
の
「
後
白
河
往
文
」
の
原
則
を
ふ
み
こ
え
て
、
以
後
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
謀
叛
人
所
帯
跡
へ
の
頼
朝
権
限
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
文
治
元
年
十
二
月
六
二
の
頼
朝
書
状
が
、
と
く
に
伊
勢
国
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
も
、
こ
の
国
に
お
け
る
「
光
員

注
文
」
作
成
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
発
言
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

没官領・謀叛人所帯跡地頭の成立（大山）

①
　
　
『
五
旦
婁
鏡
』
元
暦
元
年
・
四
月
翠
霞
条
。
諏
訪
社
は
伊
賀
国
六
ケ
山
と
枳
博
。

②
　

『
吾
妻
鏡
』
元
腰
耀
兀
年
十
［
月
十
四
日
条
の
「
左
衛
門
尉
朝
綱
、
刑
部
丞
成
綱

　
已
下
宛
」
賜
所
領
於
西
国
一
之
輩
多
之
。
傍
存
画
其
に
鼠
面
々
可
レ
被
二
沙
汰
付
一
之
由
、

　
武
衛
今
日
被
レ
置
引
御
書
於
源
廷
尉
心
許
湘
云
々
」
　
の
記
事
は
、
甑
国
に
お
け
る
没

　
官
領
の
御
家
人
へ
の
宛
行
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
　
　
『
吾
妻
鏡
』
元
輩
出
年
十
二
月
一
日
条
。

④
　
玉
詞
領
は
安
田
氏
が
い
う
「
荘
領
主
」
権
没
官
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
頼
朝
は
領

　
家
職
（
ま
た
は
本
塁
職
）
を
寄
進
し
て
、
下
遡
職
を
留
保
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
六
月
十
三
β
条
。

⑥
『
大
日
本
古
文
書
島
津
家
文
喬
之
…
』
　
号
、
二
号
。

⑦
　
畿
内
近
圏
が
頼
朝
の
勢
力
圏
に
入
っ
た
寿
永
三
年
二
月
以
降
、
こ
の
地
域
に
お

　
い
て
勃
発
し
た
最
大
の
衝
撃
的
事
件
は
同
年
（
元
．
暦
元
年
）
七
月
に
お
き
た
伊
賀

　
伊
勢
平
氏
の
謀
叛
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
人
物
は
伊
賀
国
は
平
氏
郎
従
平
田
入
道

　
家
継
法
師
、
伊
勢
羅
は
幽
羽
守
平
信
兼
で
あ
っ
て
、
頼
朝
の
指
示
に
よ
り
伊
賀
を

　
知
行
し
た
大
内
惟
義
は
そ
の
郎
従
等
を
悉
く
討
た
れ
た
と
い
う
。
こ
の
平
田
入
道

　
家
継
は
平
氏
の
有
力
家
人
筑
後
前
司
頁
能
の
兄
に
あ
た
り
　
（
『
百
錬
抄
』
元
暦
元

　
年
七
月
十
九
日
条
）
、
伊
勢
の
平
信
兼
は
鈴
鹿
山
を
切
塞
い
で
、
謀
叛
を
お
こ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
て
い
る
。
「
黄
雲
伊
勢
隼
人
等
謀
叛
了
」
と
『
選
者
』
が
記
す
こ
の
乱
に
つ
い
て

　
は
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
七
月
八
、
廿
、
十
一
鼠
条
、
『
吾
妻
鏡
隔
同
年
七
月
十
八
、

　
八
月
二
、
三
日
条
、
　
『
百
錬
抄
』
同
年
七
月
十
九
、
八
月
十
日
条
な
ど
。

⑧
安
田
氏
は
「
没
官
領
」
と
「
謀
叛
人
遺
跡
所
帯
」
と
の
異
岡
に
つ
い
て
、
「
光

　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
マ

　
員
注
文
」
を
「
没
官
領
注
文
」
と
称
す
る
の
は
『
吾
妻
鏡
』
地
の
文
の
み
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
て
、
当
時
の
確
実
な
史
料
は
こ
れ
を
「
謀
叛
人
輩
跡
所
帯
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん

　
で
お
り
、
両
者
は
も
と
も
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

　
て
私
は
当
聴
の
確
実
な
史
料
と
判
断
す
べ
き
文
治
元
年
十
二
月
六
日
の
頼
朝
雷
状

　
（
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）
に
鎮
西
に
お
け
る
没
官
領
処
分
に
関
し
て
「
種
直
、
隆
直
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

　
種
遠
、
秀
遠
之
所
領
者
、
依
ゾ
為
二
没
官
難
所
一
任
二
先
例
納
可
レ
置
二
沙
汰
人
躾
こ

　
云
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
す
で
に
当
初
か
ら
平
家
没
官
領
と
諜
叛
人
跡
所
帯

　
と
の
意
識
的
な
混
絹
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
次
節
に
述
べ
る
よ
う

　
に
、
右
書
状
の
「
没
官
三
所
」
と
は
、
後
自
河
作
成
の
「
平
家
没
官
領
注
文
」
に

　
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
平
氏
有
力
家
入
の
所
領
調
査
を
意
味
し
て
い
た
。

＠＠＠＠
縮
田
二
郎
『
萎
黄
の
古
文
書
』
上
二
九
五
頁
。

『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
廿
九
日
条
。

膚
右
。『

五
曇
鏡
』
治
鶴
年
八
月
四
異
は
蔽
位
平
兼
隆
蝋
生
写
・
者
、
盤

　
国
流
人
也
。
依
一
交
和
泉
守
信
兼
之
訴
嚇
配
二
予
当
国
山
木
郷
こ
と
記
す
。

⑬
『
否
雪
意
』
元
暦
元
年
八
月
十
日
条
は
「
今
夜
、
出
羽
守
信
．
薫
＃
男
左
衛
門
雛

　
昼
鳶
被
ソ
下
二
藍
官
宣
旨
面
白
信
兼
子
患
三
人
、
於
二
選
廷
尉
義
経
宿
所
階
自
害
云
々
」
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『
薫
白
銑
鏡
』
一
兀
暦
轟
ん
年
八
田
μ
仙
口
六
R
門
条
は
「
源
廷
叫
馴
鴬
巣
脚
ぬ
胴
着
。
虫
十
日
、
　
初
狐
二
信

兼
子
息
左
衛
門
尉
兼
衡
、
次
郎
信
衡
、
三
郎
兼
時
等
一
於
二
宿
殿
一
会
コ
識
三
一
。
同
十

一
臼
、
信
兼
披
γ
下
二
解
官
宣
旨
一
云
々
」
と
記
す
。

⑭
文
治
二
年
七
月
隔
東
大
寺
三
綱
等
量
案
（
東
大
寺
文
書
三
ノ
七
『
鎌
倉
遺
文
』

　
　
一
三
二
号
）

⑯
　
『
暑
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
甘
八
日
条
。
有
綱
の
死
は
六
月
十
六
日
。
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四
、
鎮
西
の
没
官
領
処
分

　
伊
勢
國
と
な
ら
ぶ
、
平
家
没
官
領
処
分
の
い
ま
一
つ
の
重
要
局
面
娃
7
5
暦
二
年
三
月
栄
四
日
の
壇
ノ
浦
合
戦
以
後
の
鎮
西
に
お
け
る
没
官
領

の
処
置
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
平
家
滅
亡
の
報
が
鎌
倉
に
達
し
た
翌
四
月
十
二
日
条
の
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
鎌
倉
で
は
「
平
氏
滅
亡
黒
黒
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
へ

於
昌
西
海
一
可
レ
有
昌
沙
汰
一
条
女
、
今
臼
被
レ
経
昌
群
議
一
云
々
」
と
あ
り
、
そ
の
と
き
「
参
州
暫
住
田
九
州
ハ
没
官
領
以
下
事
、
可
レ
早
昼
尋
沙
汰
肝
脳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

廷
尉
相
可
具
生
昇
等
柵
可
昌
上
洛
一
之
由
、
被
レ
定
云
々
」
、
と
の
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
。
三
河
守
範
頼
が
九
州
に
お
い
て
沙
汰
し
た
の
は
ま
さ
に

こ
の
地
の
「
没
官
領
以
下
事
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
範
頼
に
よ
る
九
州
の
没
官
領
処
分
が
い
か
な
る
原
則
で
行
わ
れ
た
か
、
十
分
な
解
明
は
困
難
で
あ
る
が
、
さ
き
の
決
定
に
ひ
ぎ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

づ
き
五
月
八
欝
に
は
鎌
倉
で
次
の
よ
う
な
鎮
西
施
行
条
倒
が
決
定
を
み
て
い
る
。

　
一
、
宇
佐
大
宮
司
公
房
日
来
難
レ
致
昌
乎
家
祈
藤
嶋
依
昌
御
敬
神
㎝
如
レ
元
可
レ
管
コ
領
宮
務
一
事

　
一
、
同
宮
祠
官
等
可
レ
浴
晶
御
恩
一
事

　
一
、
ま
年
依
畠
合
戦
事
↓
当
宮
神
殿
破
損
云
々
。
殊
加
仰
「
造
替
嚇
可
レ
奉
「
…
解
語
～
由
、
可
毘
啓
白
剛
事
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一
、
平
家
没
官
領
外
、
貞
能
井
盛
国
法
師
等
得
二
領
家
免
罪
有
漏
知
行
所
一
之
由
風
聞
。
可
レ
注
コ
申
其
在
所
一
事

　
一
、
可
レ
召
コ
上
美
気
大
蔵
大
夫
腿
騰
鯵
於
関
東
一
事

　
一
、
所
レ
被
レ
遣
昌
鎮
西
一
之
御
家
人
等
塩
谷
五
郎
以
下
多
頭
三
士
。
遣
臨
御
歩
一
被
レ
止
昌
向
後
参
上
｝
可
沙
コ
汰
鎮
西
一
蔓

　
一
、
西
国
御
家
人
交
名
、
仰
昌
義
盛
一
可
レ
令
昌
注
進
一
事

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
宇
佐
大
宮
司
公
房
の
細
務
管
領
、
鷺
宮
祠
宮
へ
の
御
恩
、
神
殿
造
替
の
指
示
に
つ
づ
い
て
、
平
家
没
官
領
、
美
五
大



没官領・謀叛人所帯跡地頭の成立（大山）

蔵
大
夫
、
鎮
西
派
遣
御
家
人
の
帰
参
禁
止
、
西
国
御
家
人
交
名
の
作
成
な
ど
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
平
家
没
官
領
に
関
す
る
文

面
は
大
変
微
妙
で
は
あ
る
が
、
　
こ
こ
で
「
平
家
没
官
領
」
と
「
貞
能
井
盛
園
法
師
等
得
篇
領
家
免
ハ
有
昌
知
行
所
こ
と
が
対
澱
さ
れ
て
い
る
点

を
見
逃
し
え
な
い
。
右
の
文
脈
を
た
ど
る
か
ぎ
り
「
其
在
所
」
の
「
注
申
」
が
命
令
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
後
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
　
「
平
家
没
官
領
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
貞
能
・
皇
国
は
い
ず
れ
も
平
氏
の
有
力
家
人
で
あ
り
、
彼
等
が
知
行
す
る
所
領
は
当
然
平
家
没
官
領
に
入
っ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
。
肥
後
守
童
貞
能
は
清
盛
の
「
専
一
腹
心
者
」
で
あ
り
、
治
承
四
年
十
二
月
に
は
平
重
衡
・
淡
路
守
清
房
と
な
ら
ん
で
東
国
へ
の
出
兵
が

伝
え
ら
れ
、
寿
永
元
年
四
月
に
は
鎮
西
に
あ
っ
て
、
鼻
革
に
扇
使
を
翻
へ
て
、
国
郡
を
俳
徊
さ
せ
て
修
羅
米
を
責
め
と
り
、
肥
後
の
菊
池
高
直

を
降
伏
さ
せ
、
さ
ら
に
翌
二
年
七
月
の
義
仲
入
京
に
さ
い
し
て
は
京
都
防
衛
に
あ
た
っ
て
、
平
氏
一
門
の
防
衛
線
を
支
え
な
が
ら
、
そ
の
後
、

壇
ノ
浦
合
戦
以
前
に
行
方
を
く
ら
ま
し
、
元
暦
二
年
七
月
に
宇
都
宮
朝
朝
の
と
こ
ろ
に
現
れ
、
許
さ
れ
て
出
家
し
た
人
物
で
あ
り
、
伊
賀
国
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

叛
の
中
心
人
物
平
田
入
道
家
職
は
貞
能
の
兄
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
平
盛
國
は
九
条
河
原
口
に
あ
っ
た
盛
国
邸
で
清
盛
が
亡
く
な
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
物
で
、
元
暦
二
年
五
月
に
捕
わ
れ
の
平
宗
盛
に
従
っ
て
，
鎌
倉
に
入
り
、
岡
崎
義
実
に
預
け
ら
れ
た
が
、
翌
年
七
月
法
華
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
む
か
い
な
が
ら
断
食
し
て
死
ん
で
い
る
。
　
「
大
夫
尉
弱
勢
平
盛
国
入
道
」
と
記
さ
れ
、
平
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
な
平
氏
の
有
力
家
人
の
所
領
が
「
平
家
没
官
領
外
」
だ
と
さ
れ
る
以
上
、
こ
こ
で
い
う
「
平
家
没
官
領
」
と
は
特
定
の
限
定
を
付

し
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
端
的
に
い
え
ば
こ
の
コ
平
家
没
官
領
」
と
は
「
後
白
河
注
文
」
所
載
の
「
平
家
没
官
領
」
で
あ
る
に
ち
が
い
な

い
。
頼
朝
の
手
許
に
は
、
鎮
餌
占
領
の
開
始
に
さ
い
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
「
後
白
河
注
文
」
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
一
貞
能
・
盛
国

等
が
領
家
の
免
を
え
て
知
行
す
る
そ
の
他
の
所
領
－
謀
叛
人
跡
所
領
の
調
査
↓
鎮
西
に
お
け
る
あ
ら
た
な
没
官
注
文
の
作
成
が
、
こ
こ
で
指
示

さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
範
頼
の
も
と
で
開
始
さ
れ
た
鎮
西
管
領
は
「
後
白
河
注
文
」
を
基
礎
に
し
な
が

ら
も
、
左
翼
の
手
で
独
自
の
調
査
が
進
め
ら
れ
、
新
し
い
「
没
官
注
文
扁
が
作
成
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
伊
勢
国
に
お
け
る

「
光
員
注
文
」
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。
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範
頼
の
手
に
よ
る
「
没
官
領
注
文
」
作
成
の
も
よ
う
は
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
（
元
暦
二
）
年
七
月
十
二
日
条
に
く
わ
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　
鎮
西
事
、
且
止
昌
武
士
自
由
狼
籍
↓
且
且
倒
之
庄
野
毛
レ
旧
、
附
蹴
圏
司
領
家
↓
為
レ
全
二
乃
晶
野
州
申
コ
下
　
院
宜
一
行
向
可
レ
遂
島
巡
検
一
之
由
、
被
レ
仰
扁
久
経
、

　
国
平
等
一
云
々
。
亦
平
家
追
討
之
後
、
任
昌
厳
命
雨
廷
尉
無
期
帰
洛
。
参
州
墨
壷
レ
今
在
昌
鎮
西
ゆ
葡
管
国
等
和
訓
狼
籍
｝
之
由
、
密
漏
勝
率
一
帯
轟
其
訴
⑩
早
可
レ
召
凶
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上
件
範
頼
一
之
旨
、
難
レ
被
昌
墜
下
一
之
、
菊
池
、
原
田
以
下
嗣
コ
意
平
氏
一
之
輩
掠
領
事
、
簗
瀬
彼
朝
麗
一
尋
究
鵡
之
曲
、
二
品
令
昌
覆
奏
一
給
之
闘
、
範
顧
事
、
神
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社
仏
寺
以
下
領
不
レ
成
レ
妨
者
、
難
レ
不
昌
上
洛
嚇
有
扁
何
事
一
哉
。
企
昌
上
洛
一
可
レ
膚
昌
後
悔
一
表
、
可
二
相
計
｝
之
趣
、
重
被
レ
下
馴
院
宣
一
之
間
、
平
家
没
宮
詣
、
種
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直
種
遠
秀
遠
等
所
領
、
原
田
墨
跡
山
鹿
以
下
所
処
妻
、
被
レ
定
コ
補
地
頭
｝
之
糧
嚢
、
差
鮎
鼠
沙
汰
人
一
心
静
可
レ
被
昌
帰
洛
一
之
由
、
今
日
所
レ
被
レ
仰
コ
遣
参
州
之

　
許
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
右
の
文
章
で
は
ω
頼
朝
が
中
原
久
経
、
近
藤
国
平
両
人
の
鎌
倉
殿
御
使
の
九
州
派
遣
を
決
定
し
た
こ
と
、
②
院
か
ら
範
頼
の
召
還
を
要
求
す

る
院
宣
が
頼
朝
に
と
ど
い
た
こ
と
、
㈲
つ
い
で
漸
落
は
菊
池
・
原
田
以
下
平
氏
同
意
之
輩
の
掠
領
の
調
査
に
従
っ
て
い
る
と
の
頼
朝
の
覆
奏
が

行
わ
れ
た
こ
と
、
㈲
こ
の
覆
奏
に
た
い
し
、
範
頼
に
神
社
仏
寺
領
以
下
の
妨
を
な
す
意
思
が
な
け
れ
ば
上
洛
し
な
く
て
も
よ
い
と
の
二
度
濁
の

院
宣
が
出
た
こ
と
、
㈲
最
後
に
頼
朝
が
、
範
頼
に
た
い
し
て
、
平
家
没
官
領
を
調
査
し
、
　
「
地
頭
」
を
定
補
す
べ
き
の
程
は
、
　
「
沙
汰
人
」
を

差
置
い
て
か
ら
心
静
か
に
帰
洛
せ
よ
と
命
じ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
元
暦
二
年
六
月
十
二
日
に
頼
朝
が
「
謀
反
之
蛮
所
知
所
帯
改
替

他
人
可
扁
計
置
一
」
と
の
意
向
を
後
白
河
に
伝
え
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
月
後
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
範
頼
は
八
月
中
に
参
洛
の
厳
命
を
う
け
、
九
月
廿
一
日
に
使
者
を
鎌
倉
へ
や
っ
て
、
今
月
中
に
入
洛
す
る
と
伝
え
、
十
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
は
鎌
倉
南
御
堂
勝
長
寿
院
の
供
養
に
列
席
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
十
月
十
八
日
に
は
源
行
家
・
義
経
両
人
に
対
し
て
頼
朝
追
討
の
宣
旨
が
下

⑦り
、
十
一
月
六
日
に
大
物
浜
で
疾
風
に
あ
っ
て
行
家
・
義
経
は
離
散
、
西
国
を
拠
点
と
す
る
関
東
へ
の
軍
事
的
反
抗
は
総
崩
れ
に
な
る
。
こ
の

間
に
お
け
る
め
ま
ぐ
る
し
い
軍
事
的
・
政
治
的
情
況
の
展
開
に
あ
っ
て
、
鎮
西
没
官
領
の
接
収
を
め
ぐ
る
事
態
は
い
か
な
る
局
面
を
む
か
え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
あ
っ
け
な
い
軍
事
的
勝
利
の
後
、
十
一
月
昔
九
日
に
文
治
国
地
頭
（
い
わ
ゆ
る
守
護
・
地
頭
）
補
任
の
勅
許
を
と
り
つ
け
た
頼
朝
は
十
二
月
六
日
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に
京
都
に
対
し
て
参
議
平
親
雪
・
大
蔵
卿
泰
経
以
下
義
経
に
同
意
し
た
公
卿
ら
の
解
官
と
、
そ
れ
に
か
わ
る
九
条
兼
実
を
中
心
と
す
る
京
都
政

権
の
再
建
策
を
院
奏
し
て
い
る
が
、
同
じ
日
付
で
、
右
の
墨
黒
に
対
し
、
一
通
の
書
状
を
遣
わ
し
、
こ
の
新
し
い
局
面
に
対
処
す
る
自
己
の
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

解
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

　
右
、
言
ゴ
上
日
来
之
次
第
一
隠
者
、
定
子
細
蔓
鋸
盤
鰍
。
但
平
家
奉
レ
背
レ
霜
、
勢
奉
レ
結
昌
遺
恨
↓
追
記
呂
濫
吹
一
諾
。
世
帯
無
レ
隠
候
。
今
始
不
レ
能
昌
言
上
一
門
。

　
而
頼
朝
為
二
伊
豆
国
流
人
り
雄
レ
不
レ
蒙
二
指
御
定
嚇
忽
廻
晶
野
寺
一
可
レ
追
コ
討
御
敵
｝
之
由
、
令
扁
結
構
一
候
之
間
、
御
運
令
レ
然
之
上
、
動
国
璽
レ
空
、
始
終
令
漏
討

　
平
嚇
伏
剛
敵
於
諜
輔
奉
晶
二
丁
　
君
嶋
日
来
世
本
意
書
函
、
公
私
依
昌
野
史
撃
高
↓
先
不
レ
待
時
平
家
追
討
之
左
右
嚇
為
レ
停
昌
近
圏
十
一
ヶ
霞
武
士
之
狼
籍
↓
差
讃
上

　
二
人
書
案
羅
、
猶
私
下
知
依
レ
有
レ
恐
、
一
々
賜
昌
　
院
宣
一
可
昌
成
敗
一
之
由
、
仰
含
候
畢
。
博
学
国
言
論
、
大
略
令
昌
沙
汰
鎮
一
候
之
後
、
伽
扁
恥
仲
一
蟄
又
馬
肥
巻

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
男
被
レ
下
コ
遣
鎮
西
四
国
｝
候
。
已
賜
二
　
院
宣
一
令
調
進
発
心
候
畢
。
如
レ
此
之
間
、
種
直
、
隆
直
、
種
遠
、
秀
遠
之
所
領
者
、
依
レ
為
ユ
没
官
之
所
嚇
任
昌
先
例
一
可
レ

　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
置
昌
沙
汰
人
職
一
之
由
錐
訓
令
レ
存
候
輔
且
先
住
レ
申
晶
事
書
由
｛
尚
藪
干
レ
今
不
一
成
敗
一
候
。
何
況
自
余
野
虫
不
レ
及
二
成
敗
一
候
。
如
晶
近
国
沙
汰
嚇
任
漏
　
院
官
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
も

　
可
レ
鎮
一
一
労
狼
籍
一
之
由
、
編
曲
昌
存
知
一
候
競
輪
、
不
審
次
第
出
来
候
。
以
昌
義
経
一
補
鼠
九
国
地
頭
叫
以
昌
行
家
一
盛
レ
面
一
四
国
地
頭
一
軍
之
条
、
前
後
之
闘
、
事

　
与
レ
意
糟
違
。

種
直
・
隆
直
・
種
遠
・
整
姿
な
ど
の
没
官
領
の
処
置
が
、
範
頼
か
ら
中
原
久
経
、
近
藤
国
平
両
人
の
鎌
倉
殿
御
使
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ

ら
の
没
官
領
に
は
「
沙
汰
人
職
」
が
置
か
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
業
が
進
ま
ぬ
ま
ま
に
義
経
・
行
家
と
の
問
が
悪
く
な
り
、
鎮
西
支

配
は
結
局
進
捗
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
書
状
で
「
蒔
直
、
隆
直
、
種
遠
、
秀
遠
之
所
領
者
、
依
レ
為
昌
没
官
之
所
望
任
昌
先
例
（
可
レ
置
市
沙
汰
人
職
一
之
由
」
云
々
と
記

し
て
い
る
こ
と
を
基
礎
に
し
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
約
五
ヶ
月
の
範
頼
へ
の
指
示
だ
と
さ
れ
る
『
吾
妻
鏡
』
七
月
十
二
日
置
の
「
平
家
没
官

領
、
種
直
、
種
遠
、
秀
遠
雷
之
所
領
、
原
田
、
板
井
、
山
鹿
以
下
所
処
蔓
、
被
レ
定
片
思
地
頭
酬
之
程
者
、
差
調
書
沙
汰
人
ハ
心
静
可
昌
帰
洛
こ
を

読
む
な
ら
ば
、
前
者
の
「
可
レ
語
呂
沙
汰
人
職
一
」
、
後
者
の
「
被
レ
定
副
補
地
頭
腸
」
「
差
司
置
沙
汰
人
・
し
等
々
が
等
し
く
、
平
家
没
官
領
へ
の
「
沙

汰
人
職
」
の
補
任
を
意
味
し
、
そ
れ
が
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
「
地
頭
職
」
補
任
と
全
く
同
様
の
内
実
を
有
す
る
行
為
だ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
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⑨

る
で
あ
ろ
う
』
頼
朝
は
さ
き
に
没
官
領
若
狭
国
玉
押
領
に
お
け
る
鎌
倉
か
ら
の
下
罰
職
補
任
の
方
針
を
明
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
伊
勢
国

謀
叛
人
所
帯
跡
に
お
け
る
地
頭
職
補
任
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
塗
7
5
年
十
一
月
の
国
地
頭
設
置
の
段
階
に
い
た
る
ま

で
、
そ
の
名
称
は
下
司
職
、
沙
汰
人
勲
等
六
で
あ
っ
て
、
没
官
領
に
は
地
頭
職
、
と
い
う
よ
う
な
統
一
的
措
置
は
ま
だ
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
『
吾
妻
鏡
』
曇
日
条
。
な
お
同
上
五
月
五
日
条
は
「
樋
管
二
階
冬
比
｛
住
二
九
州
嚇

　
諸
事
可
レ
被
二
沙
汰
鎮
一
」
と
い
う
範
頼
へ
の
頼
朝
の
命
を
伝
え
て
い
る
。

②
　
　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
五
月
八
日
条
。

③
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
十
二
月
二
日
、
寿
永
元
年
上
月
十
一
日
、
文
治
元
年
五

　
月
八
臼
、
同
七
月
七
日
、
同
二
年
九
月
廿
五
曝
条
。
　
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
七
月
廿

　
一
、
廿
二
日
粂
。
　
『
百
鋏
抄
』
元
暦
元
年
七
月
十
九
二
条
。

④
油
画
妻
鏡
撫
養
和
元
年
閏
二
月
四
日
、
文
治
元
年
五
月
八
日
、
同
十
六
日
、
隅

　
二
年
七
月
十
五
日
条
。

⑤
　
　
田
鼠
丁
稔
「
『
鎌
倉
殿
御
使
』
考
扁
　
（
血
X
林
慰
五
巻
六
篇
万
）
。

⑥
『
吾
妻
鏡
』
文
屋
元
年
九
月
廿
一
日
条
、
十
月
十
四
日
条
。

⑦
『
葺
妻
鏡
』
同
日
条
。

⑧
『
吾
妻
言
上
文
治
元
年
十
二
月
六
日
条
。
『
王
葉
』
廿
七
日
条
。
こ
の
書
状
の

　
解
釈
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
上
横
手
前
掲
書
一
九
一
菅
ハ
以
下
。

⑨
上
横
手
前
掲
書
一
九
七
一
入
頁
、
な
お
上
横
手
氏
は
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
七

　
鍔
十
二
一
条
の
地
頭
と
沙
汰
人
と
を
こ
と
な
る
も
の
と
み
て
い
る
が
、
地
頭
睦
沙

　
汰
人
と
み
て
文
章
上
お
か
し
く
は
な
い
。
（
同
上
二
…
一
頁
注
1
6
）

⑩
上
横
手
前
掲
謹
書
一
九
七
頁
。
な
お
義
経
は
文
治
元
年
八
月
十
六
日
に
伊
予
守

　
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
（
『
吾
妻
鏡
』
同
年
八
月
廿
雨
曝
条
）
、
　
『
玉
葉
』
闘
年
十
月
十

　
七
日
粂
に
は
「
適
所
レ
浴
レ
恩
之
伊
予
国
、
皆
補
二
地
頭
｛
不
ソ
能
漏
鼠
務
こ
と
称
し

　
た
。
頼
朝
が
補
任
し
た
右
の
伊
予
園
の
地
頭
は
没
窟
領
地
頭
に
相
異
な
か
ろ
う
が
、

　
こ
の
文
治
元
年
八
月
一
十
月
段
階
で
こ
れ
が
「
地
頭
」
と
い
う
統
一
的
名
称
に
な

　
っ
て
い
る
ら
し
く
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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五
、
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
の
成
立

　
文
治
元
年
十
一
月
の
国
地
頭
の
設
置
は
平
家
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
を
基
礎
と
す
る
鎌
倉
幕
府
地
頭
制
度
の
形
成
史
に
、
突
如
と
し
て
新

ら
し
い
要
因
を
も
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
国
地
頭
を
主
題
と
す
る
別
事
に
ゆ
ず
り
た
い
が
、
こ
こ
で
は
没
官
領

処
分
に
関
し
て
の
み
、
結
論
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
『
五
凋
妻
鏡
』
文
治
元
年
十
二
月
廿
一
日
条
は
「
文
治
守
護
地
頭
」
の
設
置
を
語
る
史
料

と
し
て
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
来
た
が
、
文
治
の
国
地
頭
設
置
の
も
よ
う
を
次
の
よ
う
に
藷
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
於
二
諸
国
庄
園
下
地
｝
者
、
関
東
一
向
綿
甲
令
一
領
掌
一
事
上
云
々
。
前
々
称
昌
地
頭
一
都
鳥
分
平
家
之
家
人
也
。
霜
野
一
…
朝
恩
吋
或
平
家
領
内
授
墓
詣
考
一
国
田
野
之
嚇
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
或
国
司
領
家
為
二
私
芳
恩
一
定
コ
補
干
其
庄
園
司
週
令
レ
違
コ
背
本
主
命
｝
之
誉
者
改
綴
替
之
。
而
平
家
零
落
之
刻
、
依
レ
為
漏
彼
家
人
知
行
之
跡
↓
被
レ
入
＝
没
官
一
畢
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
砺
施
昌
芳
恩
一
本
領
主
空
レ
手
後
悔
之
処
、
今
度
諸
国
平
均
之
間
、
選
断
昌
其
思
一
云
々
。

　
こ
こ
に
は
、
ω
も
と
も
と
平
家
を
中
心
に
し
て
地
頭
が
採
用
さ
れ
て
い
た
事
情
、
②
こ
の
地
頭
は
「
朝
恩
」
す
な
わ
ち
、
王
朝
国
家
に
よ
っ

て
公
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
平
家
の
領
内
で
、
国
司
・
領
家
の
も
と
に
私
的
な
芳
恩
で
も
っ
て
補
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
③
こ
の
地
頭
の

改
替
権
（
1
1
補
任
権
）
は
し
た
が
っ
て
圏
司
・
領
家
な
ど
、
本
主
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
、
¢
D
し
か
し
、
内
乱
に
よ
る
平
家
の
零
落
に
よ
っ
て
、
没

官
領
の
接
収
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
、
芳
恩
を
施
し
た
本
領
主
－
国
司
・
領
家
は
補
任
－
転
業
権
を
喪
失
し
て
後
悔
し
て
い
た
こ
と
、
⑤
さ
ら

に
最
後
に
、
文
治
国
地
頭
の
発
足
に
よ
っ
て
、
　
「
諸
国
庄
園
下
地
」
の
「
関
東
一
向
領
掌
」
が
決
定
さ
れ
た
故
に
、
さ
き
の
本
領
主
は
か
え
っ

て
気
が
や
す
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
『
吾
妻
鏡
』
の
説
明
は
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
「
前
月
」
　
「
平
家
零
落
之
刻
」

「
今
度
し
の
三
段
階
に
わ
け
て
、
歴
史
的
事
実
の
経
過
に
即
し
て
簡
明
に
正
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
平
氏
時
代
の
地
頭
が
「
私
芳
恩
」

と
本
所
の
補
任
・
改
替
の
権
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
平
家
零
落
後
の
没
宮
領
地
頭
が
「
朝
恩
」
と
本
所
の
補
任
・
改
替
権
否
定
に
よ
っ
て
、
さ
ら

に
文
治
地
頭
が
三
草
し
て
諸
国
荘
繭
下
地
の
関
東
一
向
領
掌
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
た
い
へ
ん
説
得
的
で
あ
る
。

　
翌
文
治
二
年
六
月
廿
一
日
の
頼
朝
書
状
に
よ
っ
て
、
文
治
元
年
十
一
月
発
足
の
国
地
頭
制
は
、
成
立
後
わ
ず
か
半
年
に
し
て
事
実
上
解
消
せ

　
　
　
　
①

し
め
ら
れ
る
。
だ
が
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
て
来
た
荘
郷
地
頭
制
そ
の
も
の
は
右
の
国
地
頭
の
制
に
よ
っ
て
、
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

度
的
に
は
特
に
改
変
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
地
頭
の
停
廃
を
述
べ
た
右
の
頼
朝
書
状
の
特
色
の
一
つ
は
元
暦
元
年
七
月
の
伊
賀
・

伊
勢
に
お
け
る
平
信
兼
ら
の
謀
叛
、
翌
二
年
三
月
の
平
氏
滅
亡
後
の
鎮
西
接
収
の
困
難
を
の
り
こ
え
て
来
た
頼
朝
自
身
の
政
治
的
経
験
を
ふ
ま

え
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ω
　
又
於
晶
伊
勢
国
一
者
、
住
人
挾
＝
漿
欝
欝
心
↓
已
発
晶
謀
叛
一
了
。
而
件
除
党
、
尚
以
逆
心
不
h
直
燕
口
。
伽
為
レ
警
護
衛
艦
輩
↓
令
レ
補
　
其
替
之
地
頭
一
代
也
。

　
㈲
欝
欝
レ
限
昌
伊
勢
國
叫
謀
叛
人
居
住
諾
々
、
凶
徒
之
所
帯
野
田
ハ
、
所
軍
令
レ
補
昌
地
頭
｝
遺
贈
也
。
然
者
庄
園
者
本
家
領
家
兼
役
、
鼠
野
老
国
役
雑
蔓
、
任
昌

　
　
先
例
一
可
レ
令
昌
勤
仕
一
之
由
、
所
下
令
昌
下
知
一
候
出
也
。
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㊥
　
又
縦
為
昌
謀
反
人
之
所
帯
一
興
レ
補
扁
地
頭
一
之
条
、
雅
レ
有
二
由
緒
納
可
罰
停
止
｝
之
由
、
於
雫
貯
溜
階
下
一
軍
所
々
上
者
、
随
レ
仰
可
レ
令
晶
停
止
一
当
也
。
院
宣
争

　
　
違
背
候
哉
。

　
も
は
や
解
説
を
加
え
る
必
要
も
な
か
ろ
う
が
、
ω
は
元
暦
元
年
の
平
乗
残
党
平
信
兼
の
謀
叛
と
、
　
「
職
員
注
文
」
の
作
成
に
よ
る
伊
勢
国
謀

叛
人
所
帯
跡
へ
の
地
頭
職
の
配
置
こ
そ
が
、
鎌
倉
的
荘
郷
地
頭
制
実
現
へ
の
強
力
な
突
破
口
に
な
っ
た
と
い
う
頼
朝
の
政
治
的
経
験
を
ふ
ま
え

た
説
明
で
あ
り
、
⑭
に
お
い
て
は
伊
勢
国
を
突
破
口
と
す
る
荘
郷
地
頭
制
の
あ
ら
た
な
る
展
開
が
そ
の
後
も
鎮
西
そ
の
他
で
進
め
ら
れ
た
事
情

を
背
景
と
し
て
、
謀
叛
人
所
帯
主
へ
の
地
頭
補
任
権
の
再
確
認
を
せ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
の
は
、
右
の
原
則
が
院
の
意
向
に
よ
っ
て

の
み
例
外
た
り
う
る
と
い
う
頼
朝
の
政
治
的
妥
協
点
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
『
吾
妻
鏡
』
の
地
の
文
は
「
諸
国
守
護
武
士
井

地
頭
等
早
可
昌
停
止
（
諌
言
唱
”
近
国
没
官
跡
一
揖
、
不
レ
可
レ
勲
章
由
、
二
品
被
レ
申
二
黒
影
己
と
ほ
ぼ
正
確
に
述
べ
て
い
る
。
文
治
二
年
六
月
に
国

地
頭
制
は
停
止
さ
れ
た
が
、
近
国
没
官
跡
に
お
か
れ
た
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭
一
荘
郷
地
頭
は
何
の
変
更
も
な
く
、
従
来
ど
お
り
存
続

せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
頼
朝
書
状
に
は
た
だ
一
つ
見
逃
し
え
な
い
重
要
な
変
化
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
謀
叛
人
所
帯
跡
に
設
置
さ
れ
る

職
の
名
称
が
従
来
の
下
司
職
・
沙
汰
人
職
な
ど
の
使
用
を
と
ど
め
て
、
地
頭
職
と
い
う
統
一
的
な
名
称
に
き
り
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
事
情
が
、

は
じ
め
て
確
認
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ω
㈲
の
の
文
雷
が
す
べ
て
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
寿
永
三
年
三
月
の
後
白
河
に
よ
る
没
官
領
注
文

の
作
成
を
契
機
と
す
る
、
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
に
か
か
わ
る
国
家
の
恩
賞
授
与
権
の
奪
取
を
背
景
と
し
て
実
質
的
な
成
立
を
み
た
鎌
倉
幕

府
の
「
地
頭
領
主
鋼
」
は
、
下
郷
地
頭
翻
と
し
て
文
治
二
年
六
月
に
そ
の
最
終
的
な
歴
史
的
形
態
を
現
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
平
家
蟹
宮
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
に
お
か
れ
た
鎌
倉
幕
府
荘
郷
地
頭
制
す
な
わ
ち
、
日
本
中
世
の
「
地
頭
領
主
制
」
成
立
に
い
た
る
簡

単
な
歴
史
的
経
過
で
あ
る
。

　
①
『
吾
妻
鏡
臨
文
治
二
年
六
月
廿
　
繊
条
。
こ
の
点
は
別
海
に
ゆ
ず
る
が
、
さ
し
　
　
即
し
て
い
え
ば
こ
の
間
の
劇
的
な
事
態
の
展
開
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
前
掲
『
鎌

　
　
あ
た
っ
て
は
前
掲
『
鎌
倉
幕
府
』
一
二
六
－
九
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
幕
府
』
二
〇
五
一
九
頁
。

　
②
　
こ
れ
は
制
度
上
の
こ
と
に
か
ぎ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
在
地
領
主
制
の
実
態
に

（820）　32



む
　
す
　
び

没官領’謀叛人所帯跡地頭の成立（大出）

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
む
す
び
に
し
た
い
。

　
鎌
倉
幕
府
の
基
盤
を
な
し
た
地
頭
制
度
は
東
国
な
ら
び
に
鎮
西
に
お
け
る
本
領
安
堵
の
地
頭
を
し
ば
ら
く
お
く
と
す
る
な
ら
ば
、
畿
内
近
国

に
お
い
て
は
と
く
に
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
に
お
か
れ
た
荘
郷
地
頭
を
中
軸
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
態
の
荘
園
地
頭
の
成
立
は
、

㈲
寿
永
三
年
三
月
の
頼
朝
に
よ
る
平
家
没
官
頷
惣
領
権
の
掌
握
　
㈲
元
暦
元
年
七
月
の
伊
賀
・
伊
勢
の
平
氏
叛
乱
鎮
圧
を
契
機
と
す
る
伊
勢
国

恩
宮
注
文
の
作
成
と
翌
二
年
六
月
の
同
国
謀
叛
人
所
帯
跡
へ
の
地
頭
職
補
任
　
㈹
元
暦
二
年
三
月
の
壇
ノ
浦
合
戦
後
の
鎮
西
に
お
け
る
没
官
領

調
査
　
㈲
文
治
元
年
十
一
月
国
地
頭
の
設
置
　
㈹
翌
二
年
六
月
の
畿
内
近
国
三
十
七
ケ
国
に
お
け
る
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
を
の
ぞ
く
国
地

頭
制
の
停
廃
な
ど
の
諸
段
階
を
へ
て
漸
次
確
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
右
の
㈲
…
㈹
の
各
段
階
の
う
ち
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
㈱
㈲
㈹
の
三
つ
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
㈲
は
没
官
領
が
鎌
倉
へ
帰
属
す
る
と
い
う

原
則
を
確
立
し
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
㈲
は
、
そ
の
原
則
が
平
玩
旧
領
の
み
な
ら
ず
、
国
家
へ
の
謀
叛
人
一
般
に
適
用
さ
る
べ
き
こ
と
を
再

確
認
し
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
㈹
は
国
地
頭
制
の
強
行
が
も
た
ら
し
た
社
会
的
混
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
地
頭

に
は
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
こ
と
を
最
終
的
に
確
認
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
深
い
時
点
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
荘
郷
地
頭
成
立
の
最
大
の
画
期
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
㈲
の
寿
永
三
年
王
月
の
時
点
、
す
な
わ

ち
、
国
家
に
よ
る
恩
賞
給
付
権
の
一
部
で
あ
る
没
官
領
・
謀
叛
人
所
帯
跡
の
処
分
権
が
、
旧
来
の
王
朝
国
家
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
、
幕
府
に
独

占
掌
握
さ
れ
た
時
点
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
点
で
、
国
家
の
恩
賞
権
を
め
ぐ
る
王
朝
国
家
と
頼
朝
と
の
新
し
い
合
意
が
成
立
し
、

荘
郷
地
頭
成
立
の
要
件
が
す
べ
て
と
と
の
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
㈲
i
⑥
の
諸
画
期
は
そ
れ
が
あ
ら
た
な
歴
史
的
試
練
を
へ
て
、
さ
ら

に
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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追
記

　
　
　
本
稿
執
筆
後
、
筆
者
は
「
文
治
国
地
頭
の
三
つ
の
権
限
に
つ
い
て
1
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
歴
史
的
前
提
1
」
　
（
「
日
本
史
研
究
」
　
一
五
八
号
）
、

　
　
「
文
治
国
地
頭
の
存
在
形
態
－
梶
原
景
時
と
土
肥
笑
平
の
事
例
分
析
1
」
　
（
『
柴
田
先
生
古
稀
記
念
日
本
文
化
史
論
叢
』
所
収
）
「
文
治
国
地
頭
制
の
停

　
　
廃
を
め
ぐ
っ
て
i
文
治
二
年
六
月
廿
一
日
頼
朝
書
状
の
検
討
一
」
を
準
備
し
た
。
い
ず
れ
、
近
く
公
表
の
予
定
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
作
業
中
に

　
　
義
江
彰
夫
「
鎌
倉
幕
府
地
頭
職
の
成
立
」
上
（
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
二
三
）
を
え
た
。
氏
の
論
稿
は
多
く
の
論
点
を
捷
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
未
完
で
あ
り
、
右
の
作
業
で
は
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
わ
せ
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
助
教
授
　
京
都
市
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Establishment　of　litb地頭on　the　Confiscated　Estates

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Traitors

　　　　　by

Ky6hei　Oyama

　　By　the　time　Kamaleasra一三ん蜘鎖震倉幕府was　formed　two　kinds　ofブ6’δ

were　set　up：々％吻境δ国地頭and　shδ9bjitδ聾郷地頭．　In　this　articie　I

wou1d　like　to　treat　the　latter，　which　was　set　up　in　the　estate　confiscated

of　Heifee　and　other　traitors．

　　The　rnaking　process　of　shbgO］’itO　is　composed　of　four　stages　as　follows．

1．Yoritomo」llfinamoto源頼朝got　the　righ宅to　control　the　estate　confis一

とated　of　Heilee　in　conforlnity　with‘Heike－molefeanchdimon平家没官注文t，

adocument　issued　by　ex－emperor　Goshirahawa後白河in　March　1184．

2．After　silpPressing　the　revolt　of　Heike　in忽α伊賀and　Ise伊勢

province　in　July　1184，　Mitsukazu　Katbdα加藤太聯関，　a　retainer　of　Yori－

tomo，　issued　a　document　ltamed‘Isenokuni－mofehanchdrmon伊勢国没官注

文’．URder　the　provision．of　that　documentμδo銀ce　was　set　up　there

in　the　next　year．3．ハの勿076雌隅棚。云。源範頼inqu呈red　into　the　confis－

cated　estates　in　Kyushu九lll・I　district　after　the　battle　of　1）annoura壇ノ浦

ln　1185．　4．　Finally　Yoritomo　continued　to　set　up　the　shbgby’itb　in　the

confiscated　estates　while　kMnijitO　came　to　existence　in　1185　and　lasted

eight　months．　ln　the　meaRtime　office　name　was　standardized　to　1’itOshifei

地頭職，and　s1～δgδ彊δwould　keep　its　function　throughout　Kamaleura　era．

Yuleichi　FesfeZtgαwa　福沢諭吉，　．～ぐ‘ang　Ya　wei　康有為

　　　　　　　　　　and　their　Economic　Thought

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　P‘eng　Tse　chou

　　Yufeichi　LFrukuzawa　and　K‘ang　Yu　wei　were’both　phi！osophers　for　the

en！lghtenment，　they　lndeed　held　high　places　in　the　modern　kistories　of

their　respective　countries－the　former　in　tkat　of　Japan　and　the　latter

of　China．　Their　reform　thoughts　have　been　investigated　by　many

students，　but　the　studies　of　their　thoughts　on　national　economy，　especia11y
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